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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年３月

取扱高 (百万円) 1,587,7311,630,7521,670,0761,666,7011,859,616

営業収益 (百万円) 139,178 145,989 155,383 151,602 140,254

経常利益 (百万円) 27,900 35,572 33,292 7,900 7,527

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 15,823 18,363 13,944 △22,538 3,974

純資産額 (百万円) 56,445 66,073 75,789 50,574 70,506

総資産額 (百万円) 610,975 542,906 605,118 616,844 619,652

１株当たり純資産額 (円) 264.27 312.20 357.57 238.07 252.36

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) 74.25 85.89 65.92 △106.53 16.56

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 74.05 85.89 ― ─ 15.10

自己資本比率 (％) 9.2 12.2 12.5 8.2 11.3

自己資本利益率 (％) 32.8 30.0 19.7 △35.8 6.6

株価収益率 (倍) 16.31 21.71 13.24 ─ 10.27

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 35,167 2,432 △13,016 6,060 △12,561

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △305 5,126 △6,283 △1,400 △55

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,792 △51,443 10,675 △2,368 △18,716

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 134,533 90,640 82,211 84,492 53,157

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
1,177
(2,359)

1,210
(2,353)

1,271
(2,343)

1,273
(2,329)

1,329
(2,567)

　

(注) １　取扱高及び営業収益には、消費税等は含めておりません。

２　第81期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

  第82期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第81期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

４　第83期は、平成20年５月23日開催の第82回定時株主総会決議により、当社の決算期を２月末日から３月31日

に変更したため、平成20年３月１日から平成21年３月31日までの13ヵ月決算となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年３月

取扱高 (百万円) 1,577,9411,617,5181,658,1661,659,8371,851,590

営業収益 (百万円) 134,651 140,658 151,322 150,047 137,713

経常利益 (百万円) 26,958 33,571 33,370 7,876 7,001

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 14,512 17,057 11,673△ 23,744 2,877

資本金 (百万円) 43,312 43,343 43,343 43,343 51,343

発行済株式総数 (千株) 213,561 213,682 213,682 213,682 280,348

純資産額 (百万円) 61,353 69,628 76,930 50,553 69,303

総資産額 (百万円) 614,736 545,217 605,259 614,924 616,785

１株当たり純資産額 (円) 287.27 329.01 363.62 238.95 249.09

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)
10.00
(0.00)

17.50
(7.50)

20.00
(10.00)

0.00
(0.00)

0.00
(0.00)

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) 68.08 79.77 55.18 △112.23 11.99

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 67.90 79.77 ― ─ 10.94

自己資本比率 (％) 10.0 12.8 12.7 8.2 11.2

自己資本利益率 (％) 27.0 26.0 15.9 △37.3 4.8

株価収益率 (倍) 17.79 23.38 15.82 ─ 14.18

配当性向 (％) 14.7 21.9 36.2 ─ ―

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
1,061
(2,158)

1,070
(1,883)

1,205
(1,818)

993
(1,627)

978
(1,633)

　

(注) １　取扱高及び営業収益には、消費税等は含めておりません。

２　第81期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　第82期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第81期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

４　第83期は、平成20年５月23日開催の第82回定時株主総会決議により、当社の決算期を２月末日から３月31日

に変更したため、平成20年３月１日から平成21年３月31日までの13ヵ月決算となっております。
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２ 【沿革】

昭和25年９月株式会社丸興設立、資本金１百万円、東京都江東区亀戸に月賦百貨店として開設

昭和36年10月東京証券取引所市場第二部に上場

昭和45年７月東京証券取引所市場第一部に指定替え

昭和53年10月消費者金融業に進出、クレジットカード所有の特定会員に対して貸付業務を開始

昭和58年２月株式会社ダイエーと資本を含む業務提携

昭和59年７月朝日クレジット株式会社と合併

昭和62年９月株式会社ダイエーファイナンスに商号変更

平成６年９月 リッカー株式会社及び株式会社朝日トラベルエージェンシーと合併

株式会社ダイエーオーエムシーに商号変更

合併により承継した旅行事業に進出

平成６年11月株式会社ダイエーよりサービスライン機能の移管、同事業に進出

平成11年６月エムシーエス債権管理回収株式会社(現・連結子会社)において債権管理回収事業を開

始

平成14年９月株式会社オーエムシーカードに商号変更

平成16年９月株式会社日本旅行オーエムシートラベルに旅行部門を営業譲渡

平成19年２月株式会社アルファオーエムシーを吸収合併

平成20年２月株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行、三井住友カード株

式会社及び株式会社セントラルファイナンスとクレジットカード戦略構築に関する合

意

 

 

平成20年９月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行、株式会社セントラ

ルファイナンス及び株式会社クオークと合併に関する基本合意

株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークと合併契約書を締結

平成21年４月株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークと合併

株式会社セディナに商号変更

名古屋証券取引所市場第一部に上場
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３ 【事業の内容】

当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)は、主に、総合あっせん、個品あっせん、融資等

のクレジット事業を通じて顧客満足醸成を目指し、事業活動を展開しております。 

また、その他の関係会社である㈱ＳＭＦＧカード＆クレジットは子会社及び関連会社の経営管理等を、㈱

三井住友フィナンシャルグループは銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理

およびそれらの業務に附帯する業務を行っております。㈱ダイエーは小売及び卸売を主な事業としており

ます。

なお、当連結会計年度より、事業の種類別セグメントの名称を「信販事業」から「クレジット事業」へ変

更しております。

主な事業の概要は次のとおりであります。

　

［クレジット事業］

(1) 総合あっせん部門

当社が信用調査のうえ承認した顧客に対しクレジットカードを発行し、顧客は当社の加盟店でカード

を呈示し商品の購入及びサービスの提供を受けることができ、その代金は当社が顧客に代わって加盟店

に一括立替払いを行い、顧客からは一回払い、二回払い、分割払いまたはリボルビング払いにより立替代

金を回収するものであります。

(2) 個品あっせん部門

ダイエーグループ各社をはじめとする当社の加盟店が不特定の消費者に割賦販売を行う場合、当社が

信用調査のうえ承認した顧客に対して、当社がその利用代金を顧客に代わって加盟店に一括立替払いを

行い、顧客からは一回払いまたは分割払いにより立替代金を回収するものであります。

(3) 融資部門

①カードキャッシング

当社が発行するクレジットカードまたはカードローン会員に対する融資であり、窓口または提携先

のＣＤ(現金自動支払機)・ＡＴＭ(現金自動預け払い機)により融資が受けられ、会員からは一回払い

またはリボルビング払いにより融資金を回収するものであります。

②その他

マイカーローン、教育ローン、フリーローン等の消費者ローン等を行っております。

(4) その他

クレジット会社への精算代行業、保険代理業、信用保証業、債権管理回収業等を行っております。

＜主な関係会社＞

エムシーエス債権管理回収株式会社

　

［その他の事業］

自動車教習所等への生徒斡旋業等を行っております。
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主な事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有
又は被所有割合

(％)
関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

エムシーエス債権管理回収㈱ 東京都墨田区 500
クレジット事業
(債権管理回収業)

100.0役員の兼任等

㈱オーエムシーソリューション 東京都港区 100
クレジット事業
(金銭貸付業)

100.0役員の兼任等

㈱アクセス・ジェネラル 東京都港区 20
クレジット事業
(金銭貸付業)

100.0役員の兼任等

㈱ブロックライン 東京都港区 436
その他の事業
(情報処理サービス業)

68.9
加盟店契約
役員の兼任等

㈱ＣＬＯ
(旧㈱カーライセンスＯＭＣ）

東京都中央区 100
その他の事業
(自動車教習所等への
 生徒斡旋業)

100.0
加盟店契約
役員の兼任等

㈱プロセント 東京都墨田区 150
クレジット事業
(カードプロセシング
業)

80.0役員の兼任等

㈱チケットＯＭＣ(注１) 東京都港区 390
その他の事業
(チケット販売及び不
動産管理業)

100.0
加盟店契約
役員の兼任等

(持分法適用関連会社) 　 　 　 　 　

㈱日本旅行オーエムシートラベル 東京都港区 240
その他の事業
(旅行業)

30.0
加盟店契約
役員の兼任等

(その他の関係会社) 　 　 　 　 　

㈱三井住友フィナンシャルグループ　　　
　　　　　(注２)

東京都千代田区 1,420,877銀行持株会社
48.8

　 　(48.8)
─

㈱ＳＭＦＧカード＆クレジット　　　　　　　
　

東京都千代田区 100
子会社及び関連会社の
経営管理等

48.8役員の兼任等

㈱ダイエー(注２) 神戸市中央区 56,517商品の小売及び卸売業 15.8
加盟店契約
役員の兼任等

(注)１　平成21年４月１日に㈱チケットＯＭＣは㈱チケットセディナに商号変更しております。

 　 ２　有価証券報告書を提出しております。

 　 ３「議決権の所有又は被所有割合」の(　)内は、間接被所有割合を内数で記載しております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年３月31日現在

事業部門別 従業員数(人)

クレジット事業 1,143(2,542)

その他の事業 32(   10)

管理部門 154(   15)

合計 1,329(2,567)
　

(注) １　従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。)であり、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

978(1,633) 39.9 13.2 5,961,452
　

(注) １　従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従

業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

当社には、オーエムシーカード労働組合(組合員数832人)があり、ゼンセン同盟、ダイエーグループ労

働組合総連合会に加盟しております。なお、労使関係について特記すべき事項はありません。

また、連結子会社については該当事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績
　 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の悪化を背景に、企業収
益及び設備投資とも大幅に減少し、雇用環境の悪化から個人消費も減少するなど、景気は急速な悪化が続
いており、厳しい状況で推移いたしました。
クレジット業界におきましては、公共料金、税金などの日常決済分野や医療分野等への利用拡大によ
り、市場規模は拡大を続けております。しかしながら、雇用情勢の急激な悪化に伴う消費マインドの冷え
込みや改正貸金業法の本格施行による規制強化を間近に控え、当社を取り巻く経営環境は引き続き厳し
い状況が続いております。
このような情勢下にあって、当社は、「カードビジネス」を中核に「会員ビジネス」と「アウトソーシ
ングビジネス」の戦略的事業拡大に取り組み、リスクに応じた精度の高い与信・債権管理体制を構築し、
経営環境の変化に対応した基盤整備の強化に引き続き取り組むとともに、平成20年９月29日開催の取締
役会において、当社、株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークは、各社の顧客基盤、営業
力、ノウハウ等を結集・融合し、クレジットカード事業と個品割賦事業を核として、専門性と機動性に溢
れたわが国最大級のコンシューマーファイナンス会社を実現すべく、合併契約書の締結を決議し、同日、
合併契約書を締結いたしました。なお、平成20年12月11日開催の臨時株主総会において、平成21年４月１
日を効力発生日とした合併契約の承認決議を行いました。
さらに、平成20年10月14日を払込期日とする株式会社三井住友フィナンシャルグループへの第三者割
当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債を発行し、総額29,000百万円の資金調達を行い、
財務体質の強化にも努めてまいりました。
カードビジネスにつきましては、当社の募集力、データベースマーケティング力、プロモーション力を
活用し、提携先の売上向上に貢献する「マーケティング・ソリューション・パートナー(ＭＳＰ)」モデ
ルを更に進化させ、新規取引先の開拓に努めてまいりました。
提携カードの取り組みとして、当社独自のＭＳＰモデルを積極的に推進し、４月には人材派遣会社の株
式会社バックスグループと提携した「オレンジスタイルカード」を、７月には長野県を中心にショッピ
ングセンター等53店舗を展開する株式会社ニシザワと提携し、ポイントカード一体型の「ニシザワカー
ド」を発行、９月には関西地方を基盤とする家電量販店エディオングループの子会社である株式会社ミ
ドリ電化と提携し、５年間長期修理保証やポイントサービス機能などの特典がついた「エディオンカー
ド」を発行いたしました。さらに、本年３月には神奈川県で展開する老舗百貨店・株式会社さいか屋と提
携し、２種類のポイントがダブルで貯まりお買い物に便利でお得な「さいか屋カード」を発行いたしま
した。また、新規カードの取り組みとして、プロゴルファー・上田桃子選手(ソニー株式会社)が盲導犬の
普及啓発活動等への支援を目的に立ち上げた「桃犬プロジェクト」に賛同し、「桃犬カード」の申込受
付を本年１月よりスタートいたしました。一方、プロパーカードの取り組みとして、６月に自分らしさを
楽しむために必要な価値を提供する機能を充実した高付加価値のクレジットカード「ＭａｓｔｅｒＣａ
ｒｄ　Ｎ-Ｖａｌｕｅ」を発行いたしました。８月には「オシャレに敏感な女性」をメインターゲットと
した女性向けデザイン３種類を、支払い自由型カード「Ｊｉｙｕ！ｄａ！カード」に追加して発行する
など、カード会員の拡大を図ってまいりました。
  会員募集の取り組みとして、株式会社ダイエーをはじめ、エディオングループ及び株式会社ヒマラヤ並

びに株式会社ミスターマックス等の提携先店舗における常設のカードカウンターを中心とした会員募集

の推進に加え、株式会社ダイエーとのカード発行30周年を機に、３月並びに９月にわくわくポイントのプ

レゼント等の特典を強化した「サンクスフェア」を実施してまいりました。また、提携先である株式会社

ミスターマックス全店舗において、10月に会員様50万人突破を記念して、最大わくわくポイント50,000ポ

イント等が当たる「会員様50万人突破キャンペーン」を積極的に展開してまいりました。

一方、ＥＴＣカードを通じてＥＴＣの普及を促進するとともに、利用拡大に努めてまいりました。この

たび、車載器の購入費助成やＥＴＣ車に限定した休日の高速料金引き下げの動きに対応し、ＥＴＣカード

即時発行業務を全国で幅広く展開するとともに、財団法人首都高速道路協会、西日本高速道路株式会社と

連携し、会員獲得を強化したことにより、当連結会計年度における会員募集数は、約245万人となりまし

た。

カード利用率向上の取り組みとして、ご好評いただいております「ＯＭＣカードご優待デー」を継続

的に実施するとともに、４月にダイエー、グルメシティの店舗において、地球環境保護をテーマとした

「ハローキティマイバッグプレゼント」キャンペーンを実施してまいりました。わくわくポイントにつ

いては、魅力を高め、選択の幅を拡大する目的で会員様に限定した「わくわくポイントプレミアムセレク

ション」のメニューを追加するとともに、８月からは、株式会社ダイエーが運営する「ハートポイント」

への交換サービスを開始いたしました。本年４月１日の株式会社セディナ誕生記念として、パートナーで

ある株式会社セントラルファイナンス、株式会社クオークと３社のカード会員に対する「３to１キャン

ペーン」を本年２月に実施いたしました。
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また、日常決済分野への更なる取り組みとして、社会保険庁と提携し、３月分より「国民年金保険料の

クレジットカード納付」のカード決済をスタートいたしました。電気・ガス料金の分野では、７月に北海

道電力株式会社と、11月に沖縄電力株式会社と提携し、「電気料金クレジットカード払いサービス」を開

始いたしました。これにより全国の電力会社10社すべてで当社のクレジットカード決済が可能となりま

した。さらに、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社と提携し、電話料金のカード決済の申込

受付を７月から新たに開始いたしました。

また、尼崎市水道局並びに福岡市水道局と提携し、本年２月検針分から順次「水道料金クレジットカー

ド払いサービス」を開始するなど、カード決済の拡充に努めてまいりました。さらに、お客様にご利用い

ただける加盟店の拡大にも取り組み、当連結会計年度末における加盟店数は、約36万８千店となりまし

た。

クレジット債権の拡大に向けた取り組みとして、毎月のお支払金額をお客様ご自身で自由に設定でき

る「あと決めプラン」のサービスを継続的に提供するなど、お支払いにおける安心と利便性の向上にも

努めてまいりました。一方、８月より貸金業法に準拠したマンスリーステートメント方式の書面である

「カードキャッシングご利用内容のお知らせ」を、毎月の「カードご利用代金明細書」に同封する一方、

インターネットサービスであるＯＭＣ　Ｐｌｕｓ会員専用サイトにおいて、タイムリーに情報を提供する

「Ｗｅｂサービス」を構築し、ＩＴ書面化を図るなど、貸金業法改正への取り組みを着実に実施してまい

りました。また、会員の利便性向上を図るため、ＡＴＭの利用場所や随時返済方法等を継続的にご案内す

るとともに、新たに株式会社関西アーバン銀行、株式会社イオン銀行、株式会社阿波銀行と提携するなど、

ご利用拠点の拡大に努めてまいりました。

会員ビジネスの取り組みとして、インターネット会員の更なる拡大を図るため、カード会員様限定の

ショッピングモールである「くらし快適．ｎｅｔ」においては、提携先拡大による会員様限定価格での

商品提供を行うほか、インターネットショッピングご利用でわくわくポイントを最大30倍付与する「ポ

イントアップ祭」を展開するなど、会員の利用特典の強化を図ってまいりました。その結果、当連結会計

年度末におけるＯＭＣ　Ｐｌｕｓ会員数は、約86万人となりました。また、９月に「ＯＭＣ　ＧＯＬＤ　ＣＡ

ＲＤ」専用ホームページを新設するとともに、10月には支払い自由型カード「Ｊｉｙｕ！ｄａ！カー

ド」の専用ホームページをリニューアルするなど、会員へのサービス向上に努めてまいりました。

保険事業においては、保険専用サイト「＠保険」でいつでもお客様が商品を簡単に選んでいただける

よう、Ｗｅｂサイト上で保険の申し込みが完了できるメニューの充実を図ってまいりました。新たな取り

組みとして、貯蓄や資産運用を基礎から学んでいただけるよう、参加費無料の「ＯＭＣマネー講座」を開

講いたしました。

資産運用サービスにおいては、ＯＭＣ会員様の資産運用ニーズに対応し、投資信託等の商品メニューを

拡大してまいりました。また、「投信マイレージサービス」の導入や「株式取引無料＆割引キャンペー

ン」等を実施するなど、サービス強化に努めてまいりました。

また、フィービジネスの新たな取り組みとして、日本セーフティー株式会社、ジェイリース株式会社他

２社と提携するなど、家賃決済ビジネスに参入いたしました。

アウトソーシングビジネスにつきましては、当社子会社である株式会社プロセントにおいて、受託業務

量の拡大に取り組み、新たにＡＴＭ受電業務を受託したほか、即時発行審査の事業拡大に努めてまいりま

した。一方、カード即発業務の共通化や海外へのパンチを委託するなど、業務処理コストの低減にも取り

組んでまいりました。

リスクマネジメントにつきましては、貸金業法の改正を踏まえ、初期与信では審査システム「ＩＢＩ

Ｓ」を活用した与信モデルの機動的な組み換えを実施するとともに、運用の厳格化を図ってまいりまし

た。途上与信では「与信管理センター」を中心に、信用状況の変化に俊敏かつ機動的に対応する体制を構

築し、また、不正検知システム「Ｇｒｉｆｆｏｎ」により不正被害を抑制してまいりました。債権管理に

おいても、債権管理システム「ＣＲＯＳＳ」を活用した効果的運用体制を図るとともに、カウンセリング

による支払相談の体制を強化してまいりました。

資金調達につきましては、資金の安定化を図るとともに、市場からの調達を拡大し、調達手段の多様化

に努めてまいりました。

ＣＳＲへの取り組みとして、社会貢献・寄付型クレジットカードである「地球にやさしいカード」、

「アトムカード」等の寄付総額が約５億６千万円となり、社会貢献型クレジットカードの寄付額として

は、クレジット業界で最大規模のものとなりました。一方、ご利用明細のＷｅｂ化推進や排出権付コン

サート(11月には大阪のザ・シンフォニーホールでの「第５回 ＯＭＣ Ｃａｒｄ Ｃｌａｓｓｉｃ Ｓｐ

ｅｃｉａｌ大阪センチュリー交響楽団 名曲コンサート」を、東京の紀尾井ホールでは「第６回 ＯＭＣ 

Ｃａｒｄ Ｃｌａｓｓｉｃ Ｓｐｅｃｉａｌ　マリオ・ブルネロ　魂のバロック」)の開催等、カーボンオフ

セットによるＣＯ２削減運動を強化実施してまいりました。また、従業員によるオフィス近隣の清掃活動

や全社でエコキャップ活動を推進するなど、社会貢献にも積極的に取り組んでまいりました。資金調達に

つきましては、資金の安定化を図るとともに、市場からの調達を拡大し、調達手段の多様化に努めてまい

りました。
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個人情報保護につきましては、社内で安全管理を徹底するとともに、個人情報の委託先についても当社

の要求基準に達した企業に限定し、安全管理が図られるように、定期点検に加え、適宜現地訪問点検を実

施するなど、適切に管理・監督を行ってまいりました。

これらの結果、当連結会計年度における取扱高は1,859,616百万円、営業収益は140,254百万円、経常利

益は7,527百万円となりました。また、当期純利益は、特別利益に投資有価証券償還益等3,802百万円を計

上し、特別損失に投資有価証券評価損等2,128百万円を計上したことにより、3,974百万円となりました。

なお当社は、平成20年５月23日開催の第82回定時株主総会において、事業年度の末日を２月末日から３

月31日に変更することが承認決議されました。このため当連結会計年度は、平成20年３月１日から平成21

年３月31日までの13ヶ月間となっており、前連結会計年度比の記載はしておりません。

　

事業部門別の業績

①クレジット事業

「クレジット事業」の営業収益につきましては、139,546百万円となりました。

②その他の事業

「その他の事業」の営業収益につきましては、708百万円となりました。

　

(2)キャッシュ・フローの状況　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、12,561百万円の支出(前連結会計年度は

6,060百万円の収入)となりました。

これは、主に、利息返還損失引当金が12,881百万円増加したこと、営業債務が12,349百万円増加したこ

と、及び税金等調整前当期純利益を9,201百万円計上した一方、貸倒引当金が30,830百万円減少したこと、

法人税等の支払いが13,728百万円発生したことによるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、55百万円の支出(前連結会計年度は1,400百

万円の支出)となりました。

これは、主に、Visa Inc.株式の償還により3,627百万円の収入があった一方、無形固定資産の取得によ

り2,827百万円の支出があったこと、合併による支出が738百万円あったこと及び有形固定資産の取得に

より258百万円の支出があったことによるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、18,716百万円の支出(前連結会計年度は

2,368百万円の支出)となりました。

これは、主に、第三者割当による新株式の発行により15,835百万円、転換社債型新株予約権付社債の発

行により12,917百万円、及びコマーシャル・ペーパーが13,700百万円増加した一方、短期借入金が36,195

百万円、長期借入金が24,972百万円減少したことによるものであります。

　

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ31,334百万円

減少し、53,157百万円となりました。

　

「第２　事業の状況」の上記の金額及びこれ以降に記載している金額には消費税等を含めておりませ

ん。
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２ 【営業実績】

(1) 事業部門別営業収益

　

事業部門別

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

クレジット事業 151,014 139,546

総合あっせん 28,286 32,988

個品あっせん 228 156

融資 109,656 92,266

その他 12,741 14,056

金融収益 101 78

その他の事業 588 708

計 151,602 140,254

　

(2) 事業部門別取扱高

　

事業部門別

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

クレジット事業 1,660,479 1,852,035

総合あっせん
1,019,823

(1,018,267)

1,186,279

(1,184,237)

個品あっせん
1,487

(　　1,349)

1,307

(　　1,194)

融資
445,040

(　445,037)

436,120

(　436,120)

その他 194,128 228,327

その他の事業 6,221 7,581

計 1,666,701 1,859,616

(注) １　(　)内は、元本取扱高であります。

２　各部門別の取扱高の範囲は次のとおりであります。

総合あっせん クレジット対象額に顧客手数料を加算した金額であります。ただし、リボルビング払

いの場合はクレジット対象額であります。

個品あっせん クレジット対象額に顧客手数料を加算した金額であります。

融資 融資額であります。ただし、アドオン方式の場合は融資額に利息を加算した金額であ

ります。

３　クレジット事業の「その他」の主なものは、クレジット会社への精算代行であります。

４　主な相手先別の取扱高及び総取扱高に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

取扱高(百万円) 割合(％) 取扱高(百万円) 割合(％)

㈱ダイエー 174,981 10.5 189,036 10.2
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提出会社参考情報

(1) 部門別営業収益

　

部門別

第82期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

総合あっせん 28,314 33,025

個品あっせん 228 156

融資 109,722 92,267

その他 11,681 12,186

金融収益 101 78

計 150,047 137,713

　

(2) 部門別取扱高

　

部門別

第82期
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

総合あっせん
1,019,823

(1,018,267)

1,186,279

(1,184,237)

個品あっせん
1,487

 (    1,349)

1,307

 (    1,194)

融資
445,040

( 445,037)

436,120

( 436,120)

その他 193,486 227,882

計 1,659,837 1,851,590

(注) １　(　)内は、元本取扱高であります。

２　各部門別の取扱高の範囲は次のとおりであります。

総合あっせん クレジット対象額に顧客手数料を加算した金額であります。ただし、リボルビング払

いの場合はクレジット対象額であります。

個品あっせん クレジット対象額に顧客手数料を加算した金額であります。

融資 融資額であります。ただし、アドオン方式の場合は融資額に利息を加算した金額であ

ります。

３　「その他」の主なものは、クレジット会社への精算代行であります。

４　主な相手先別の取扱高及び総取扱高に対する割合は次のとおりであります。

相手先
第82期 第83期

取扱高(百万円) 割合(％) 取扱高(百万円) 割合(％)

㈱ダイエー 174,981 10.5 189,036 10.2
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(3) クレジットカード会員数、利用件数及び加盟店数

　

区分
第82期

(平成20年２月29日現在)
第83期

(平成21年３月31日現在)

クレジットカード会員数 (千名) 9,617 10,753

利用件数

総合あっせん (千件) 3,694 3,746

個品あっせん (千件) 11 8

融資 (千件) 1,046 990

加盟店数 (千店) 364 368

(注)　利用件数は平成20年２月及び平成21年３月における顧客に対する請求件数であります。

　

(4) 主な手数料等の状況

　

部門別 区分

第82期
(平成20年２月29日現在)

第83期
(平成21年３月31日現在)

料率 料率

総合
あっせん

クレジット
カード

顧客
手数料

リボルビ
ング払

クレジット月末残高の1.20％
(実質年率14.40％)

リボルビ
ング払

同左

分割払
クレジット対象額の1.68％
(３回払)～20.16％(36回払)
(実質年率10.05％～12.41％)

分割払 同左

加盟店
手数料

クレジット対象額の1.00％～5.00％ 同左

個品
あっせん

ショッピング
クレジット

顧客
手数料

割賦対象額の1.95％(３回払)～23.40％
(36回払)

(実質年率11.66％～14.32％)
同左

加盟店
手数料

割賦対象額の3.00％～5.00％ 同左

融資
カード
キャッシング

貸付金
利息

融資対象額の実質年率12.00％～28.80％ 同左

(注)　上記手数料及び利息は標準料率であり、契約内容により上記料率と異なる場合があります。

　

(5) 主要部門における信用供与状況

　

部門別 区分

第82期
(平成20年２月29日現在)

第83期
(平成21年３月31日現在)

信用供与限度額 信用供与限度額

総合あっせん クレジットカード 10～50万円 同左

個品あっせん ショッピングクレジット 特に定めず 同左

融資 カードキャッシング ５～50万円(１万円単位) 同左

(注)　上記信用供与限度額は標準限度額であり、契約内容及び種類により上記限度額と異なる場合があります。
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(6) 融資における業種別貸出状況

　

業種

第82期
(平成20年２月29日現在)

第83期
(平成21年３月31日現在)

貸出金残高
(百万円)

構成比
(％)

貸出件数
(件)

貸出金残高
(百万円)

構成比
(％)

貸出件数
(件)

製造業 ― ― ― ― ― ―

農業 ― ― ― ― ― ―

林業 ― ― ― ― ― ―

漁業 ― ― ― ― ― ―

鉱業 ― ― ― ― ― ―

建設業 ― ― ― ― ― ―

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ―

運輸・通信業 ― ― ― ― ― ―

卸売、小売・飲食店 165 0.0 55 70 0.0 27

金融・保険業 42 0.0 1 ― ― ―

不動産業 1,845 0.5 1 ― ― ―

サービス業 ― ― ― ― ― ―

地方公共団体 ― ― ― ― ― ―

個人 375,045 99.51,030,462349,275 100.0 985,025

その他 ― ― ― ― ― ―

合計 377,098 100.01,030,519349,345 100.0 985,052

(注)　貸出金残高は「営業貸付金」及び「関係会社営業貸付金」の合計額であります。

　

(7) 融資における担保別貸出状況

　

担保の種類

第82期
(平成20年２月29日現在)

第83期
(平成21年３月31日現在)

金額(百万円) 金額(百万円)

有価証券 140 99

債権 165 70

商品 ― ―

不動産 5,416 4,830

その他 163 140

計 5,885 5,141

保証 ― ―

信用 371,213 344,204

合計 377,098 349,345

(注)　貸出金残高は「営業貸付金」及び「関係会社営業貸付金」の合計額であります。
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３ 【対処すべき課題】

今後につきましては、世界的な金融危機に伴う景気後退により、予断を許さない状況が続くと思われま

す。

クレジット業界におきましては、貸金業法・割賦販売法等の改正など、当社を取り巻く経営環境は引き続

き厳しい状況が続くと思われます。

こうした環境下にあって、当社は、平成21年４月１日に株式会社セントラルファイナンス及び株式会社ク

オークと、当社を存続会社として合併し、株式会社セディナとして新たにスタートしてまいります。さらに、

中部圏での影響力維持・強化を図るため、株式会社名古屋証券取引所へ４月１日に上場いたします。

合併後の会社は、各社の強みを更に発展・進化させ、クレジットカードと個品割賦の事業シナジーを梃子

に、生活者視点で他社にない特徴を持った独自のビジネスモデルを構築し、企業価値の最大化を目指してま

いります。
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４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　

(1)経済環境変化による影響について

当社グループの主要事業であるクレジット事業の業績は、雇用環境、家計所得、個人消費などが長期的

に低迷した場合、主力であるクレジットカード及びカードローンの取扱状況や返済状況に影響を与え、営

業収益の減少及び貸倒コストの増加により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

　

(2)競争環境について

金融業界の再編に伴う合併や業務提携、及び生活者のライフスタイルの変化や決済市場の多様化によ

る異業種からの新規参入のほか、直面する金融危機の影響による個人消費の急速な悪化に起因する競争

が一層激しくなる可能性があります。こうした競争環境の変化は、取扱高の減少及び収益率の低下を招く

おそれがあり、当社グループが競争優位性を発揮できない場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

　

(3)提携先における会員募集・商品提供に関する影響について

当社グループは、会員拡大、及び商品やサービスの提供に際し、株式会社ダイエーをはじめとする多数

の企業や団体と提携しておりますが、こうした提携先の業績が悪化した場合又は当社グループと提携先

との関係が悪化した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(4)資金調達及び調達金利について

当社グループは、低利で安定的な資金調達と調達手法の多様化を図っておりますが、金融環境の変化や

当社グループの業績悪化に伴う信用力の低下によっては、借入条件の悪化、借入額の減少及び格付引下げ

などにより、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

　

(5)法的規制等について

当社グループに適用される法的規制の中で特に重要なものとしては、「割賦販売法」及び「貸金業

法」があります。

このうち、「貸金業法」は、平成19年12月19日の改正法の施行に伴って、行為規制の強化、業務改善命令

の導入、日本貸金業協会の設立等が既に実施され、今後の完全施行では、みなし弁済制度廃止、上限金利引

下げ、総量規制が導入されることが予定されているため、今後、与信の厳格化を進めることによる営業貸

付金残高の減少及び適用利率の引下げによる新規利息収入の減少により、営業収益が減少する可能性が

あります。さらに、「貸金業法」の段階的施行及び新しい金利体系での新与信モデルへの対応は、顧客と

の契約(規約)類の変更、変更通知の際のオペレーション負荷及び業務運用の変更等による費用の増加並

びにシステム投資の増加を招き、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、利息返還請求につきましては、将来における当該返還請求に備え、「消費者金融会社等の利息返

還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会報

告第37号平成18年10月13日)に基づき、過去の返還実績等を勘案した必要額を利息返還損失引当金に計上

しておりますが、今後当該返還請求が予想外に拡大し、引当金の積み増しの必要が生じた場合、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

一方、「割賦販売法」は、特定商取引法とともに改正され、公布後１年６ヶ月以内の施行が予定されて

おりますが、指定信用情報機関を利用した支払能力調査義務、消費者の支払能力を超える与信契約の禁止

等、クレジット業者への規制強化を目的とする改正が予定されているため、与信の圧迫により、今後の取

扱高が減少し営業収益が減少する可能性があります。　
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(6)内部統制について

当社グループは、法令等遵守を経営上の最重要課題の一つと位置付け、内部統制システムの構築を図っ

ておりますが、予期しない法令や規則の変更、解釈の相違などにより各種法令等に抵触すると判断された

場合は、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。　

　

(7)情報システムについて

当社グループは、クレジット事業等の運営に伴い、大量かつ多岐にわたる情報をコンピュータシステム

や通信ネットワークを使用しオペレーションを実施しております。

システム停止を想定した危機管理マニュアルの制定や、コンピュータウイルス感染防止ワクチン及び

ファイヤーウォールの導入など、強固な防御体制を構築しており、災害対策として株式会社セントラル

ファイナンスと相互バックアップシステムも構築し、重要データ及びシステムのバックアップを実施し

ております。しかしながら、高度化・複雑化したシステムや通信網においては、想定することが出来ない

障害が発生する可能性があります。また、予想を越えた大規模な地震などの災害が発生した場合には、コ

ンピュータシステムが停止せざるを得ない場合も想定され、これらは当社グループの営業に重大な支障

をきたし、当社グループに対する信頼性の低下などにより、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　

(8)個人情報保護について

当社グループは、カード会員等の個人情報を大量に保有しております。個人情報の保護に関しまして

は、継続的に従業員教育を行い、個人情報保護意識向上に努めるとともに、個人情報の業務委託先につい

ては、定期点検に加え、適宜現地訪問点検を実施するなど、社内外で個人情報保護体制を強化しておりま

す。このような対応にもかかわらず、個人情報が漏洩した場合、企業イメージの低下を招き、会員数の減少

などにより、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(9)株式会社三井住友フィナンシャルグループとの戦略的提携について

当社グループは、クレジットカード事業戦略構築に関する合意に基づき、株式会社三井住友フィナン

シャルグループ(以下、「ＳＭＦＧ」)、株式会社三井住友銀行(以下、「ＳＭＢＣ」)、株式会社ＳＭＦＧ

カード＆クレジット(以下、「ＦＧＣＣ」)、三井住友カード株式会社、株式会社セントラルファイナンス

(以下、「ＣＦ」)、及び株式会社クオーク(以下、「クオーク」)と「本邦ナンバーワンのクレジットカー

ド事業体の実現」に向け、具体的な協議を推進しております。

また、当社とＣＦ、及びクオークは、平成20年２月29日に締結した合併に関する基本合意を踏まえ、「わ

が国最大級のコンシューマーファイナンス会社の実現」に向け、平成20年９月29日に合併契約を締結し、

合併に向け準備を進めております。

なお、ＳＭＦＧは、平成20年10月１日に中間持株会社となるＦＧＣＣを設立し、平成20年12月１日付で、

ＳＭＦＧ及びＳＭＢＣが保有するすべての当社株式がＦＧＣＣに承継されております。

今後、景気の変動や競合の状況等によって戦略構築及び合併が想定通りの効果を発揮できない場合や

実現がなされない場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

合併契約

　平成20年９月29日開催の取締役会において、株式会社セントラルファインナンス及び株式会社クオーク

との合併契約書の締結を決議し、同日合併契約書を締結いたしました。詳細については、「第５ 経理の状

況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

　

６ 【研究開発活動】

当連結会計年度において、研究開発活動について、特記すべき事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基

づいて実施しております。

なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸

表等　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

　

(2) 経営成績の分析

当連結会計年度における経営成績は、営業収益140,254百万円、経常利益7,527百万円、当期純利益3,974

百万円となりました。

この結果、１株当たり当期純利益は、16円56銭となりました。

営業収益、営業費用、特別利益及び特別損失における主な内容は次のとおりであります。

なお、当連結会計年度は、決算期の変更に伴い平成20年３月１日から平成21年３月31日までの13ヶ月決

算となっておりますので、前連結会計年度比は記載しておりません。

　

①営業収益

当連結会計年度の営業収益は、140,254百万円となりました。

総合あっせんにつきましては、当社の募集力、データベースマーケティング力、プロモーション力を活

用し、提携先の売上向上に貢献する「マーケティング・ソリューション・パートナー(ＭＳＰ)」モデル

を更に進化させ、新規取引先の開拓を図り、新規カード会員の拡大に取り組むとともに、既存会員の活性

化にも取り組んだ結果、会員募集について過去最大の237万人の募集実績を達成することができ、連結会

計年度末における有効会員数は前連結会計年度末に比べ113万人増加の1,075万人となりました。また、

日常決済分野への更なる取り組みとして、国民年金保険料のクレジットカード納付並びに電気料金及び

水道料金のクレジットカード払いサービスなどカード決済の拡充に努めるなど、カード会員の利便性向

上を図ったことにより、取扱高が順調に推移し、割賦売掛金残高は前連結会計年度比27,565百万円増の

182,173百万円に積み上った結果、総合あっせん収益は32,988百万円となりました。

融資につきましては、改正貸金業法の本格施行を控え与信を厳格化したことなどから、取扱高が低調

に推移し、営業貸付金残高は前連結会計年度比25,865百万円減の349,345百万円に減少いたしました。さ

らに、前連結会計年度にてカードキャッシングの新規ご利用分の実質年率を18.0％へ引き下げた結果、

融資収益は92,266百万円となりました。

　
　

②営業費用

当連結会計年度の営業費用は、132,806百万円となりました。販売費及び一般管理費の主な内訳につき

ましては、利息返還関連費用は、過払返還請求が引き続き高止まりであることから37,915百万円計上し

たものの、貸倒関連費用は、前連結会計年度に行った抜本的な与信政策の見直しにより6,064百万円とな

り、利息返還関連費用と合わせたクレジットコスト全体では43,980百万円にとどまりました。 また、貸

倒関連費用と利息返還関連費用を除くその他の販売費及び一般管理費は、コスト構造改革に継続して取

り組んだ結果として、新規会員の拡大と既存会員の活性化への取り組みによるカード募集費用の増加

や、コスト削減の一環として実施したシステム移設のための一時費用の発生について、広告掲載料の削

減や支払手数料の削減、ソフトウェア開発費償却の減少により吸収した結果、77,182百万円となりまし

た。

金融費用は、引き続き調達の多様化や有利子負債の圧縮に努めたことにより11,644百万円となりまし

た。
　

③特別利益

当連結会計年度の特別利益は、Visa Inc.株式の償還益を3,627百万円計上したことなどにより3,802

百万円となりました。
　

④特別損失

当連結会計年度の特別損失は、投資有価証券評価損を1,488百万円計上したことなどにより2,128百万

円となりました。
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(3) 財政状態の分析

①資産の部

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,808百万円増加し、619,652百万円(前連結

会計年度末比0.5％増)となりました。これは、総合あっせんの取扱高が順調に推移したため割賦売掛金

が27,565百万円増加したこと及び貸倒引当金が30,830百万円減少した一方、現金及び預金が31,334百万

円減少したこと及び与信の厳格化により営業貸付金が25,865百万円減少したことによるものでありま

す。
　

②負債の部

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ17,123百万円減少し、549,146百万円(前連

結会計年度末比3.0％減)となりました。これは、利息返還損失引当金が12,881百万円増加し、支払手形及

び買掛金が12,349百万円増加した一方、有利子負債が34,466百万円減少したことによるものでありま

す。 
　

③純資産の部

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ19,932百万円増加し、70,506百万円(前連

結会計年度末比39.4％増)となりました。これは、株式会社三井住友フィナンシャルグループへの第三者

割当による新株式の発行により資本金が7,999百万円、資本剰余金が7,999百万円増加し、利益剰余金が

当期純利益の計上により3,974百万円増加したことによるものであります。

この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ14円29銭増加し、252円36銭となりました。

また、自己資本比率は、11.3％となりました。

　

(キャッシュ・フローの状況につきましては「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2)キャッシュ・

フローの状況」に記載しております。) 
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社及び連結子会社では、営業力の強化と業務の効率化を図るため、全体で2,360百万円の設備投資を実

施いたしました。

当社におけるシステム開発等を中心に、クレジット事業においては2,329百万円の投資を行い、その他の

事業においては10百万円の投資を行いました。

　

「第３　設備の状況」の上記の金額及びこれ以降に記載している金額には消費税等は含めておりません。

　

２ 【主要な設備の状況】

提出会社

平成21年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門別

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

その他 合計

品川オフィス
(東京都港区)

クレジット事業
その他の事業
管理部門

333 ― 6,2216,554
494
[　52]

　

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産のその他(器具備品)及び無形固定資産(ソフトウェア)の合計で

あります。

２　リース契約による主な賃借設備は以下のとおりであります。
　

会社名 事業部門別 設備の内容 台数
リース
期間

年間
リース料
(百万円)

㈱オーエムシーカード
クレジット事業
その他の事業
管理部門

クレジットシステ
ム等の端末機

4,066台５年間 542

　 ３　従業員数の[　]内は、臨時従業員数を外数で記載しております。

　

　
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　

会社名 事業部門別 設備の内容

投資予定額

資金調達方法
着手
年月

完了予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

㈱オーエム
シーカード

クレジット事業
管理部門

システム開発 20,432 ―
自己資金及び
新株予約権付
社債発行資金

平成21年
４月

平成22年
３月

　

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 670,000,000

計 670,000,000

(注) 　平成20年12月11日に開催の臨時株主総会における定款一部変更決議により、平成21年４月１日より発行可能株式

総数が730,000,000株増加し、1,400,000,000株となっております。

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年６月19日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 280,348,682487,596,479

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 280,348,682487,596,479― ―

(注) １　平成21年４月１日の当社と株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークとの吸収合併に伴い、普通
株式が153,081,131株増加し、433,429,813株となっております。

２　平成21年４月２日に株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットが保有する無担保転換社債型新株予約権付社債の

当社による取得と引き換えに新株式を発行したことに伴い、普通株式が54,166,666株増加し、487,596,479株と

なっております。

３　平成21年４月１日をもって、当社株式は名古屋証券取引所市場第一部に上場しております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

株式会社オーエムシーカード第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成20年10月14日発行)

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数(個) 1 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１ ―

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２ ―

新株予約権の行使期間 (注)３ ―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)４ ―

新株予約権の行使の条件 (注)５ ―

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ ―

代用払込みに関する事項 (注)７ ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)８ ―

新株予約権付社債の残高(百万円) 13,000 ―
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(注) １　新株予約権の目的となる株式の数

　　　本新株予約権の行使請求((注)３に定義する。)により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求する本新

株予約権に係る本社債の払込金額の総額を(注)２第(１)項②に記載の転換価額((注)２第(２)項によって調

整された場合は調整後の転換価額)で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、現金による調整は行わない。

２　新株予約権の行使時の払込金額　

  (１)①本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額

      本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の

価額はその払込金額と同額とする。

 　   ②転換価額

      転換価額は、当初、金240円とする。ただし、転換価額は(注)２第(２)項に定めるところにより調整され

ることがある。

  (２)転換価額の調整

①ア　当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項②に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、次に定め

る算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する(以下、本号により調整された後

の転換価額を「調整後転換価額」、調整される前の転換価額を「調整前転換価額」という。)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発行・                

　　　　　　　　　　　　　　　　既発行　　　処分株式数 × １株あたりの払込金額

　　　　　　　　　　　　　　　　株式数　＋　──────────────────

　　調整後　　　　調整前　　　　　　　　　　　　　　　　　時価                     

　　転換価額　＝　転換価額　×　────────────────────────

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新発行・処分株式数

  イ　転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日において有効な転

換価額とし、転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」と

いう。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また、当該基準日

が定められていない場合は、調整後転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株

式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、(注)２第

(２)項に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社

普通株式の株式数を加えるものとする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調

整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当

社普通株式数を含まないものとする。

　ウ　転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取

引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平

均値(終値のない日数を除く。)とし、平均値の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を四捨五入する。

　エ　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

②　　転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額

の適用時期については、次に定めるところによる。

　ア　転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって当社普通株式(本新株予約権付社債と同日に

発行される当社普通株式を除く。)を発行し、または当社の有する当社普通株式を処分する場合(ただし、

当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、もしくは当社に対して取得を請求できる証券、または

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券

または権利の取得、転換または行使による場合を除く。)：

　  調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以

降、また、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。

  イ　当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合：

　  調整後転換価額は、当該株式分割または無償割当てのための基準日(無償割当てのための基準日がない場

合には当該割当ての効力発生日とする。)の翌日以降これを適用する。

　ウ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に対して取

得を請求できる取得請求権付株式または転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券を発行

する場合(無償割当ての場合を含む。)：

　　調整後転換価額は、取得請求権または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証

券の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたも

のとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、かかる証券の払込期日もしくは新株予約権

の割当日の翌日以降、または当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には

その日の翌日以降これを適用する。

　エ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当社の発行した取得条項付株式または取得条項
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付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場

合：

　　調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

③　　本項②の定めにかかわらず、転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差

額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後新たに転換価額の調

整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代え

て調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。

④　　本項②に掲げる事由のほか、次のいずれかの場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。

　ア　株式の併合、新設分割または吸収分割、当社を吸収合併存続会社とする合併(ただし、本合併を除く。)、当

社を株式交換完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

　イ　その他当社の発行済普通株式数または純資産額に変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によっ

て転換価額の調整を必要とするとき。　

　ウ　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に

当たり使用すべき時価が、他方の事由によって修正されているとみなされるとき。

⑤　　本項に基づき転換価額の調整を行うときは、当社は、その旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整

後の転換価額およびその適用の日その他必要な事項を、その適用の日の前日までに本新株予約権付社債

の社債権者に対し書面により通知する。ただし、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができな

いときは、適用の日以降、すみやかにこれを行う。

３　新株予約権の行使期間　　

　　　本新株予約権付社債の社債権者は、当社、株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークとの合併(以

下「本合併」という。)の効力発生日から、本合併の効力発生日の翌日までの間(以下「行使可能期間」とい

う。)、いつでも、本新株予約権を行使すること(以下「行使請求」という。)ができる。

４　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額　　

  (１)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

　　　転換価額は、当初、金240円とする。ただし、転換価額は(注)２第(２)項に定めるところにより調整されることが

ある。

　(２)新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところ

に従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合

は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金

の額を減じた額とする。

５　新株予約権の行使の条件　　

　　　各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

６　新株予約権の譲渡に関する事項　　

　　　本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文および第３項本文の定めにより本社債または本新株予約権の

うち一方のみを譲渡することはできない。

７　代用払込みに関する事項

　　　本新株予約権の行使に際して代用払込みは行われない。但し、本新株予約権の行使に際して出資される財産は、

当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額はその払込金額と同額とする。

８　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

　(１)当社は、本合併の効力発生日の翌日が到来したときに、残存する本新株予約権に係る本新株予約権付社債の

全てを取得し、本新株予約権付社債を取得するのと引換えに、当該新株予約権付社債の社債権者に対して、取

得される本新株予約権付社債の払込金額の総額を(注)２第(１)項②に記載の転換価額((注)２第(２)項に

よって調整された場合は調整後の転換価額)で除して得られる数の当社普通株式を交付する。上記に規定する

本新株予約権付社債の取得の場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。

　(２)(注)８第(１)項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には、(注)８第(１)項に規定する取得を行わ

ないものとする。

①　　本合併に関する、当社、株式会社セントラルファイナンスまたは株式会社クオークの株主総会のいずれ

かにおいて、本合併が承認されなかった場合

②　　本合併に関する合併契約が解除その他の理由により、本合併の効力が発生する前に終了した場合(即時

に平成21年10月１日以前を効力発生日とする合併契約を締結し直すことを予定して合併契約を解除す

る場合を除く。)

③　　本合併の効力発生日を平成21年10月１日を超える日とする本合併に関する合併契約が修正または変更

がなされた場合

④　　本合併の効力発生日において、本合併に関して必要となる許認可等を取得していないまたは法令上必要

とされる待機期間が経過していない場合等、必要な要件を充足していない場合(私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律第15条第４項に規定される待機期間または同条第５項本文に規定される事

前通知期限が経過していない場合を含むがこれらに限らない。)
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　(３)(注)８第(１)項により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第41条の定めるところに

従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、

その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。

　(４)当社は、取得した本新株予約権付社債を、取得後、すみやかに消却するものとする。

　

株式会社セディナ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成19年５月14日発行)

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数(個) ― 116

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ― (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ― (注)２

新株予約権の行使期間 ― (注)３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

― (注)４

新株予約権の行使の条件 ― (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 ― (注)６

代用払込みに関する事項 ― (注)７

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― (注)８

新株予約権付社債の残高(百万円) ― 11,600

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数

　　　本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株

式を処分する(以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)数（以下「交付株式数」という。)は、行

使する本新株予約権に係る本社債の金額の合計額を(注)２第１項②記載の転換価額(但し同欄第２項又は第

３項によって修正又は調整された場合は修正又は調整後の転換価額)で除して得られる最大整数とする。この

場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

２　新株予約権の行使時の払込金額　

  (１)①本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

      本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、その価額

は当該本社債の払込金額と同額とする。

 　   ②転換価額

      転換価額は、当初、本合併の効力発生日の直前に有効な承継前新株予約権付社債の転換価額を0.85で

除したことにより算出される値に相当する金額とする。但し、転換価額は本欄第２項及び第３項に定め

るところにより修正又は調整されることがある。なお、転換価額とは、本新株予約権の行使により交付す

る当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる価額をいう。

  (２)転換価額の修正

　　　本新株予約権付社債の発行後、転換価額は、本新株予約権の各行使の効力発生日(以下「修正日」という。)以

降、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の修正日の前取引日の終値(但し、終値がない

場合には終値がある直前の取引日の終値)に修正される。また、当該終値が本合併の効力発生日の直前に有効

な承継前新株予約権付社債の上限転換価額を0.85で除したことにより算出される値に相当する金額(但し、本

欄第３項による調整を受ける。以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転

換価額、当該終値が本合併の効力発生日の直前に有効な承継前新株予約権付社債の下限転換価額を0.85で除

したことにより算出される値に相当する金額(但し、本欄第３項による調整を受ける。以下「下限転換価額」

という。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。

  (３)転換価額の調整

①　　当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項②に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場

合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上限転換価額及び下限転換

価額を含む。)を調整する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発行・                

　　　　　　　　　　　　　　　　既発行　　　処分株式数 × １株あたりの払込金額

　　　　　　　　　　　　　　　　株式数　＋　──────────────────

　　調整後　　　　調整前　　　　　　　　　　　　　　　　　時価                     

　　転換価額　＝　転換価額　×　────────────────────────

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新発行・処分株式数

②　　転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

　ア　本項③イに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社普通株式の

交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対し取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転

換又は行使による場合を除く。)調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には払込期間の最

終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日がある場合は当該日の翌日以降これを適

用する。

　イ　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

　調整後の転換価額は当該株式分割又は無償割当てのための基準日(無償割当てのための基準日がない

場合には当該無償割当ての効力発生日とする。)の翌日以降これを適用する。

　ウ　本項③イに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは

当社に対して取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株

予約権の交付と引換えに当社に取得される証券(権利)若しくは当社に対して取得させることができる

証券(権利)、又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約

権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社

債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして

本(ウ)を適用する。調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引

換えに当社に取得される証券(権利)若しくは当社に対して取得させることができる証券(権利)に関し

て交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行

使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該

証券(権利)の払込期日又は新株予約権の割当日の翌日以降、また、株主に割当てを受ける権利を与える

場合は、募集又は無償割当てのための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降こ

れを適用する。

③　　転換価額調整式における端数処理、時価、及び既発行株式数については、次に定めるところによる。

　ア　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

　イ　転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値

(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を四捨五入する。

　ウ　転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日において有効な転換

価額とし、転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、又、基準日がない場

合は、調整後の転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日にお

ける当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、本項②(イ)の株式分割の場合には、転換価額

調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式分割のための基準日(基準日がない場合には効力発生日

とする。)における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

　エ　転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるときは、転

換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を

算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引い

た額を使用するものとする。

④　　本項イの転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調

整を行う。

　ア　株式の併合、当社を吸収合併存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を株式交換完全

親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

　イ　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とす

るとき。

　ウ　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に

あたり使用すべき時価につき他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤　　本項に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が前項に基づく転換価額の修正日と一致する場合

には、本項に基づく転換価額の調整は行わない。但し、この場合も、上限転換価額及び下限転換価額につ

いては、かかる調整を行うものとする。
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  (４)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

　　　前項により転換価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の転換価額、又は調整後の転

換価額及びその適用の日その他必要な事項を、その適用の日の前日までに公告又は本社債権者に対し書面に

より通知する。但し、適用の日の前日までにかかる公告又は通知を行うことができないときは、適用の日以降

速やかにこれを行う。

３　新株予約権の行使期間

　　　本社債権者は、本合併の効力発生日から平成21年６月29日までの間いつでも、本新株予約権を行使することが

できる。

４　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額　　

  (１)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

　　　本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、当初、本合併の効力発生日の直前に有効

な承継前新株予約権付社債の転換価額を0.85で除したことにより算出される値に相当する金額とする。但し、

転換価額は(注)２第２項及び第３項に定めるところにより修正又は調整されることがある。

  (２)新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に定める

ところに従い算出される資本金等増加限度額に２分の１を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から、増加

する資本金の額を減じて得た額とする。

５　新株予約権の行使の条件

　　　本新株予約権の一部行使はできない。

６　新株予約権の譲渡に関する事項　　

　　　本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第３項本文の定めにより、本社債と本新株予約権のうち

一方のみを譲渡することはできない。

７　代用払込みに関する事項

　　　本新株予約権の行使に際して代用払込みは行われない。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約

権に係る本社債の全部を出資するものとし、その価額は、当該本社債の払込金額と同額とする。

８　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  (１)当社は、組織再編行為を当社の株主総会で決議する場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議をし

た場合。)、(注)８第(１)項①ないし③に定める各会社(以下、「承継会社」と総称する。)は、当該組織再編行為

の効力発生日において、残存する本社債権者に対して、本新株予約権に代わり新たに次に定める新株予約権を

交付し、かつ承継会社に本社債に係る債務を承継させる最善の努力をしなければならない。

①吸収合併又は新設合併の場合

　　吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の新株予約権

②吸収分割又は新設分割の場合

　　吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の新株予約権

③株式交換又は株式移転の場合

　　株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の新株予約権

  (２)(注)８第(１)項により新たに交付する新株予約権(以下、「新規交付新株予約権」という。)の条件は、以下

のとおりとする。

①新規交付新株予約権の数

　　組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

②新規交付新株予約権の目的である株式の種類

　　承継会社の普通株式とする。

③新規交付新株予約権の目的である株式の数の算定方法

　　組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１に準じて決定する。

④新規交付新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

　　　当該財産の内容は、組織再編行為によって承継された本社債とし、その価額は当該本社債の額面100円に

つき金100円とする。

⑤新規交付新株予約権を行使することができる期間

　　　本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約

権の行使期間の満了日までとする。

⑥新規交付新株予約権の取得の事由

　　新規交付新株予約権の取得の事由は定めない。

⑦　　①ないし⑥に定める条件のほか、新規交付新株予約権の条件については、以下の(注)８第(３)項に規定

する新たな新株予約権付社債の経済的価値が、組織再編行為の効力発生時点における本新株予約権付社

債の経済的価値と実質的に同一になるよう、これを定めるものとする。

  (３)(注)８第(１)項により新規交付新株予約権を交付する場合、組織再編行為の効力発生日において本新株予

約権は消滅し、新規交付新株予約権を組織再編行為により承継会社に承継される本社債に付して、新たに新株

予約権付社債とするものとする。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成16年３月１日～
平成17年２月28日
(注１)

2,244,000213,561,082504 43,312 503 505

平成17年３月１日～
平成18年２月28日
(注１)

121,000213,682,082 30 43,343 30 536

平成20年３月１日～
平成21年３月31日
(注２)

66,666,600280,348,6827,999 51,343 7,999 8,536

(注) １　新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。)による増加であります。
　　 ２　平成20年10月14日を払込期日する株式会社三井住友フィナンシャルグループへの第三者割当増資により、発行済

株式総数が66,666,600株増加の280,348,682株、資本金残高は7,999百万円増加の51,343百万円、資本準備金残高
は7,999百万円増加の8,536百万円となりました。

　　 ３　平成21年４月１日に当社が株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークと合併したことに伴い、株式
会社セントラルファイナンスの普通株式１株に対して当社普通株式0.85株を、株式会社クオークの普通株式１
株に対して当社普通株式20株を割当交付したことにより、発行済株式総数が153,081,131株増加の
433,429,813株となりました。

　　 ４　平成21年４月２日に株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットが保有する無担保転換社債型新株予約権付社債の当
社による取得と引き換えに新株式を発行したことに伴い、発行済株式総数が54,166,666株増加の487,596,479
株、資本金残高は6,500百万円増加の57,843百万円、資本準備金残高は6,500百万円増加の15,036百万円となりま
した。

　

(5) 【所有者別状況】
    平成21年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 33 41 123 72 12 22,98323,264 ―

所有株式数
(単元)

― 126,67128,8462,160,187149,902177337,4932,803,27621,082

所有株式数
の割合(％)

― 4.51 1.03 77.08 5.34 0.01 12.03100.00 ―

(注)  自己株式は2,116,000株であり、「個人その他」の欄に21,160単元含めて記載しております。
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(6) 【大株主の状況】
    平成21年３月31日現在

氏名又は名称                 　住所        
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ
ジット

東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 135,666 48.39

株式会社ダイエー
兵庫県神戸市中央区港島中町
四丁目１番１

44,028 15.70

アコム株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 32,085 11.44

ステート　ストリート　バンク
アンド　トラスト　カンパニー　
(常任代理人　　株式会社みずほ
コーポレート銀行　兜町証券決済
業務室)

P.O.BOX 351 BOSTON
MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　(東京都中央区日本橋兜
町６番７号)

8,243 2.94

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４Ｇ)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,637 1.30

富士ソフトディーアイエス
株式会社

東京都千代田区神田須田町二丁目７番地 1,950 0.70

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,729 0.62

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,505 0.54

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 1,349 0.48

ＵＢＳセキュリティーズ・ジャ
パン・リミテッド

東京都千代田区大手町一丁目５番１号
大手町ファーストスクエア

1,225 0.44

計               　   ― 231,419 82.55

(注)１　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、全

て信託業務に係るものであります。

２　　当社は、自己株式2,116千株(0.75％)を保有しておりますが、上記には記載しておりません。

３　　前事業年度では主要株主であった株式会社三井住友銀行は、平成20年12月１日に保有するすべての株式を株式

会社ＳＭＦＧカード＆クレジットに承継されたことにより、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。

４　　前事業年度末では主要株主でなかった株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットは、当事業年度末では主要株主と

なりました。

５　　前事業年度末では主要株主でなかった株式会社三井住友フィナンシャルグループは、当事業年度において主要

株主となりましたが、当事業年度末では主要株主でなくなりました。

６　　フィデリティ投信株式会社から平成20年３月６日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成20年２月29日

現在で以下の株式を所有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末現在における当該法人名義の実質

所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 15,097 7.07

７　　フィデリティ投信株式会社から平成20年４月21日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成20年４月15日

現在で以下の株式を所有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末現在における当該法人名義の実質

所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 7,724 3.61
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式　

2,116,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

278,211,600
2,782,116 ―

単元未満株式
普通株式　

21,082
― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 280,348,682― ―

総株主の議決権 ― 2,782,116 ―

　

② 【自己株式等】
平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
㈱オーエムシーカード

東京都港区港南二丁目
16番４号

2,116,000 ― 2,116,000 0.75

計 ― 2,116,000 ― 2,116,000 0.75

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

      該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　 【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得
　
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

      該当事項はありません。

　
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

      該当事項はありません。

　
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 897 0

当期間における取得自己株式 1,957 0

(注)  当期間における取得自己株式には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

　　　りによる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
(単元未満株式の買増請求)

80 0 300 0

保有自己株式数 2,116,000 ― 2,117,657 ―

(注） 当期間における保有自己株式数には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
      取り及び買増しによる株式数は含めておりません。

　

３ 【配当政策】

当社グループを取り巻く経営環境及び収益状況を総合的に勘案し、企業競争力強化と事業拡大の為に内部

留保金を充実させていくとともに、中長期的な視点に立って株主の皆様への安定的な利益還元を行うことを

基本方針としております。

　毎事業年度における配当の回数は、中間配当と期末配当の年２回を基本的な方針としており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は

会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

　当事業年度の配当につきましては、当社を取り巻く厳しい経営環境を考慮し、誠に遺憾ながら無配とさせて

いただきました。内部留保金につきましては、早期復配に向け、一層の財務体質の強化に役立ててまいります。
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月 平成21年３月

最高(円) 1,357 3,040 2,465 1,124 464

最低(円) 515 1,178 800 279 116

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
10月

11月 12月
平成21年 
１月

２月 ３月

最高(円) 235 169 179 200 175 198

最低(円) 122 116 126 143 135 138

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

　　（千株）

代表取締役

会長
　 土　川　立　夫 昭和19年３月15日生

昭和43年４月 株式会社東海銀行(現　株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注)３ 24

平成12年６月 同行専務取締役

平成13年６月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)非常勤

監査役

平成14年１月 同社顧問

平成14年６月 同社代表取締役副社長

平成15年６月 同社代表取締役社長

平成17年６月 同社代表取締役社長、社長執行役

員

平成20年10月 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ

ジット取締役

平成21年４月 当社代表取締役会長(現)

代表取締役

社長
　 舟　橋　裕　道 昭和23年12月16日生

昭和46年４月 株式会社ダイエー入社

(注)３ 19

平成元年12月 当社財務部長

平成２年５月 当社取締役

平成８年５月 当社常務取締役

平成11年１月 当社代表取締役社長

平成13年１月 株式会社ダイエー取締役

平成17年５月 当社代表取締役社長 社長執行役

員

平成18年９月 当社代表取締役会長兼ＣＥＯ

平成20年10月 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ

ジット取締役(現)

平成21年４月 当社代表取締役社長(現) 　 　

代表取締役

副社長執行役員

クレジット・

ソリューション

事業統括担当

仁　瓶　眞　平 昭和22年９月16日生

昭和45年４月 株式会社住友銀行(現　株式会社

三井住友銀行)入行

(注)３ －

平成13年１月 同行常務執行役員

平成15年６月 株式会社クオーク(現　株式会社

セディナ)顧問

平成15年６月 同社代表取締役社長

平成19年６月 同社代表取締役社長兼最高執行

役員

平成20年10月 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ

ジット取締役

平成21年４月 当社代表取締役　副社長執行役員

　クレジット・ソリューション事

業統括担当(現)

代表取締役

副社長執行役員 

カード事業

統括担当

江　幡　真　史 昭和30年８月24日生

昭和55年４月 株式会社ダイエー入社

(注)３ 14

平成８年４月 当社経営企画統括室副室長

平成12年５月 当社取締役

平成16年５月 当社常務取締役

平成17年５月 当社常務取締役　常務執行役員

平成18年９月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ

平成21年４月 当社代表取締役　副社長執行役員

 カード事業統括担当(現)

代表取締役

副社長執行役員 

経営企画、

人事、事務

システム担当

浜　　　芳　樹 昭和22年３月15日生

昭和45年４月 株式会社東海銀行(現　株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注)３ －

平成10年６月 同行常務執行役員

平成13年４月 株式会社ミリオンカード・サー

ビス(現 三菱ＵＦＪニコス株式

会社)顧問

平成13年６月 同社専務取締役

平成15年６月 同社代表取締役副社長　執行役員

平成19年４月 同社取締役兼専務執行役員

平成20年５月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)顧問

平成20年６月 同社代表取締役副社長、副社長執

行役員　

平成21年４月 当社代表取締役　副社長執行役員

 経営企画、人事、事務システム担

当(現)

　
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

　　（千株）
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取締役

 専務執行役員

総務、内部統制担

当

成　合　敏　治 昭和24年１月29日生

昭和46年４月 株式会社ダイエー入社

(注)３ 9

平成９年３月 当社カード営業本部副本部長

平成10年５月 当社取締役

平成15年５月 当社常務取締役

平成17年５月 当社常務取締役　常務執行役員

平成18年９月 当社専務取締役

平成20年２月 当社専務取締役　内部統制担当、

コンプライアンス担当兼渉外担

当　専務執行役員　内部統制本部

長

平成21年４月 当社取締役  専務執行役員　総

務、内部統制担当(現)

取締役
専務執行役員

名古屋駐在
赤　塚　憲　昭 昭和21年10月13日生

昭和45年４月 株式会社東海銀行(現 株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注)３ 6

平成11年４月 同行執行役員

平成11年５月 株式会社トーメン顧問

平成12年６月 同社代表取締役専務

平成15年６月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)代表取

締役常務

平成17年６月 同社代表取締役　専務執行役員

平成19年６月 同社代表取締役　専務執行役員経

営企画部、経理部、総務部担任

平成21年４月 当社取締役　専務執行役員　名古

屋駐在(現)

取締役

専務執行役員

経営企画統括

本部長

山　元　真　之 昭和30年６月19日生

昭和54年４月 株式会社ダイエー入社

(注)３ 6

平成11年９月 当社経営企画室部長

平成16年５月 当社取締役

平成17年５月 当社執行役員

平成18年９月 当社常務執行役員 

平成20年５月 当社専務取締役　専務執行役員　

経営企画本部長兼ＣＦＯ

平成21年４月 当社取締役　専務執行役員　経営

企画統括本部長(現)

取締役
専務執行役員

営業統括本部長
安　島　行　雄 昭和24年11月３日生

昭和47年４月 株式会社東海銀行(現　株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注)３ 13

平成13年４月 同行執行役員　東京法人営業部長

平成14年１月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)顧問

平成14年３月 同社横浜統括部長

平成14年６月 同社取締役

平成16年６月 同社常務取締役

平成17年６月 同社常務執行役員

平成19年６月 同社代表取締役　専務執行役員　

営業本部長

平成21年４月 当社取締役　専務執行役員 営業

統括本部長(現)

取締役

専務執行役員

信用管理統括

本部長

並　木　博　之 昭和30年５月16日生

昭和53年４月 朝日クレジット株式会社(現　株

式会社セディナ)入社

(注)３ 4

平成12年５月 当社業務統括本部カード業務本

部長

平成13年５月 当社取締役

平成17年５月 当社執行役員

平成18年９月 当社常務執行役員

平成20年５月 当社常務取締役　常務執行役員信

用管理本部長

平成21年４月 当社取締役 専務執行役員　信用

管理統括本部長(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

　　（千株）

取締役
専務執行役員

人事統括本部長
渕　岡　　　彰 昭和27年８月７日生

昭和50年４月 株式会社住友銀行(現　株式会社

三井住友銀行)入行

(注)３ －

平成11年10月 同行大塚法人部長

平成13年４月 株式会社クオーク(現　株式会社　

セディナ)人事部付

平成13年６月 同社企画部長

平成15年６月 同社取締役

平成17年６月 同社常務取締役

平成19年６月 同社取締役　常務執行役員

平成21年４月 当社取締役　専務執行役員　人事

統括本部長(現)

取締役

常務執行役員

カード事業統括

副担当

佐  々木 明 夫 昭和23年12月23日生

昭和47年４月 株式会社太陽銀行(現　株式会社

三井住友銀行)入行

(注)３ －

平成３年１月 同行春日部支店長

平成８年６月 同行支店第一部長

平成10年11月 同行浜松町支店長

平成13年８月 三井住友カード株式会社常務取

締役

平成15年10月 同社常務執行役員

平成21年４月 当社顧問

平成21年６月 当社取締役　常務執行役員　カー

ド事業統括副担当(現)

取締役

執行役員

営業統括本部

営業企画部長兼

支店営業本部

営業推進部長

橋　本　昭　宏 昭和29年12月28日生

昭和53年４月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)入社

(注)３ 2

平成16年６月 同社営業企画部長

平成18年６月 同社執行役員

平成19年６月 同社取締役　執行役員

平成20年９月 同社取締役　執行役員　営業統括

部長兼営業企画部長兼営業推進

部長

平成21年４月 当社取締役　執行役員　営業統括

本部営業企画部長兼支店営業本

部営業推進部長(現)

取締役

執行役員

総務統括本部

副本部長

林　　　正　志 昭和30年10月２日生

昭和53年４月 株式会社住友銀行(現　株式会社

三井住友銀行)入行

(注)３ 2

平成16年４月 同行神田駅前法人営業部長

平成18年４月 同行人材開発部長

平成19年11月 当社執行役員　経営企画本部副本

部長

平成20年５月 当社取締役　執行役員　経営企画

本部副本部長

平成21年４月 当社取締役　執行役員　総務統括

本部副本部長(現)

取締役

執行役員

経営企画統括

本部副本部長

小　幡　浩　之 昭和31年２月８日生

昭和53年４月 株式会社住友銀行(現　株式会社

三井住友銀行)入行

(注)３ －

平成19年４月 同行証券ファイナンス営業部長

平成19年７月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)執行役

員　経営企画部長

平成20年６月 同社取締役　執行役員　経営企画

部長

平成21年４月 当社取締役　執行役員　経営企画

統括本部副本部長(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

　　（千株）

取締役 　 城　野　和　也 昭和29年12月10日生

昭和52年４月 株式会社三井銀行(現　株式会社

三井住友銀行)入行

(注)３ －

平成11年10月 同行商業銀行ディビジョンカン

パニーコンシューマーバンキン

ググループ　コンシューマー企画

部統括室長

平成12年10月 同行商業銀行ディビジョンカン

パニー個人業務グループ　個人統

括部統括室長兼関連事業室長

平成13年10月 同行個人マーケティング部長

平成14年12月 同行日本橋法人営業第一部長

平成16年４月 同行本店営業第二部長

平成17年６月 同行執行役員

平成19年４月 同行常務執行役員プライベート

・アドバイザリー本部長(現)

平成20年４月 同行個人部門副責任役員(現)

平成21年４月 株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ常務執行役員　カード

ビジネス事業部担当役員(現)

　　同年４月 株式会社ＳＭＦＧカード＆クレ

ジット代表取締役社長(現)

平成21年６月 当社取締役(現)

取締役 　 高　橋　義　昭 昭和30年12月６日生

昭和53年４月 株式会社ダイエー入社

(注)３ －

平成16年５月 同社取締役

平成17年３月 同社代表取締役社長代行

　　同年５月 当社監査役

平成19年５月 株式会社ダイエー常務取締役　

人事・人材開発、総務・法務担

当(チーフコンプライアンスオ

フィサー兼リスク管理委員会委

員長)

平成20年５月

平成21年３月

当社取締役(現)

株式会社ダイエー常務取締役　

人事・人材開発管掌兼総務・法

務管掌(投資委員会委員長兼

チーフコンプライアンスオフィ

サー)(現)

取締役 　 中　前　圭　司 昭和32年12月24日生

昭和56年11月 株式会社ダイエー入社

(注)３ －

平成17年３月 同社取締役

平成18年10月 当社取締役(現)

平成20年３月

 

平成21年３月

株式会社ダイエー取締役 シス

テム物流担当

同社取締役 システム物流本部

長(リスク管理委員会委員

長)(現)

取締役 　 内　藤　行　雄 昭和24年８月22日生

昭和48年４月 名古屋鉄道株式会社入社

(注)３ －

平成10年６月 同社監査室長

平成12年６月 同社経営管理室長

平成14年６月 同社総務部長

平成16年６月 同社取締役

平成17年７月 同社財務部長(現)

平成19年６月 同社常務取締役(現)

平成21年６月 当社取締役(現)

常勤監査役 　 成　井　昭　臣 昭和27年２月23日生

昭和50年４月 株式会社ダイエー入社

(注)４ 2

平成10年３月 当社経理統括室部長

平成18年９月 当社執行役員　経営企画本部副本

部長

平成19年５月 当社常勤監査役(現)

常勤監査役 　 門　間　富　賢 昭和23年４月20日生

昭和46年４月 株式会社東海銀行(現　株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注)６ 6

平成11年11月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)経営企

画部付部長

平成14年３月 同社住宅金融部長

平成16年６月

平成17年６月

平成18年６月

平成21年４月

同社取締役

同社執行役員

同社監査役

当社常勤監査役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

　　（千株）

監査役 　 堀　　　　　裕 昭和24年10月５日生

昭和54年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)５ －

平成元年12月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律

事務所）代表弁護士（現）

平成11年６月 一橋大学大学院国際企業戦略研

究科講師(現)

平成16年５月 当社監査役(現)

平成17年４月 国立大学法人千葉大学理事・副

学長　千葉大学法科大学院客員教

授(現)

監査役 　 長　友　英　資 昭和23年７月７日生

昭和46年４月 東京証券取引所(現　株式会社東

京証券取引所)入所

(注)５ －

平成13年11月 同社執行役員

平成15年６月 同社常務取締役

平成17年12月 同社常務取締役(最高自主規制責

任者)

平成19年６月 同社顧問

　　同年10月 株式会社ＥＮアソシエイツ　代表

取締役(現)

平成20年４月　 早稲田大学大学院商学研究科客員

教授(現)

　　同年５月 当社監査役(現)

監査役 　 川　上　明　彦 昭和29年５月21日生

昭和57年４月 愛知県弁護士会(旧名称　名古屋

弁護士会)登録

(注)６ －

昭和57年４月 福岡宗也法律事務所入所

昭和60年４月 川上法律事務所設立(現)

平成11年４月 愛知県弁護士会副会長

平成18年６月 株式会社セントラルファイナン

ス(現　株式会社セディナ)監査役

平成21年４月 当社監査役(現)

計 113

　 (注) １　取締役城野和也、高橋義昭、中前圭司、内藤行雄は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２　監査役堀裕、長友英資、川上明彦は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
３　任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４　任期は、平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５　任期は、平成20年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６　任期は、平成21年４月１日から平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７　当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

役名 職名 氏名

専務執行役員 クレジット事業本部長 吉　原　和　夫

常務執行役員 内部統制統括本部長 山　下　政　和

常務執行役員 ソリューション事業本部長 島　田　哲　雄

常務執行役員 財務統括本部長 大　澤　幸　二

常務執行役員 債権管理本部長 内　藤　淳　一

常務執行役員 会員管理本部長 土　岡　将　芳

常務執行役員 総務統括本部長 小　林　    睦

常務執行役員 カード推進本部長 舞　弓　武　男

常務執行役員 カード開発本部長 黒　木　豊　彦

常務執行役員 戦略営業本部長 久　保　雄　二

常務執行役員 支店営業本部長 後　藤　　　学

常務執行役員 カード企画本部長 門　脇　祐　一

常務執行役員 事務システム統括本部長 若　旅　義　朗

執行役員 ソリューション事業本部副本部長 池　田　憲　男

執行役員 本店総務部長 赤　地　　　進

執行役員 人事部長 根　本　　　誠

執行役員 財務統括本部副本部長 草　川　雅　夫

執行役員 カード企画本部副本部長 神　田　　　晋

執行役員 監査室長 井　上　　　清

執行役員 人事統括本部副本部長 中　野　貴　司

執行役員 債権管理本部副本部長 濵　﨑　伸　之

執行役員 ソリューション営業部長 五十嵐　正　裕

執行役員 カード開発本部副本部長 本　田　智　康

執行役員 内部統制統括本部副本部長兼渉外担当 周　東　保　行

執行役員 クレジット事業本部副本部長 佐々木　　　強

執行役員 会員管理本部副本部長 山　田　純　平

執行役員 戦略営業本部副本部長兼戦略事業一部長 畠　山　　　薫

執行役員 支店営業本部副本部長 山　下　敏　郎

執行役員 経営企画統括本部副本部長 池　田　明　彦

執行役員 事務システム統括本部副本部長 中　山　和　雄
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、すべてのステークホルダーとの良好な信頼関係の構築を通じて、誠実かつ公正な精神で企業理

念を実現することが、社会的責任であると認識しております。このため、社会から一層信頼される企業を

目指し、行動指針として「ＯＭＣ　Ｐｏｌｉｃｙ」を定めるとともに、コンプライアンスがコーポレート

・ガバナンスの根幹をなすものと考え、取締役を内部統制担当兼コンプライアンス担当に任命するとと

もに、「内部統制委員会」及びコンプライアンス担当を議長とする「コンプライアンス委員会」を設置

し、内部統制委員会にて審議決定された内部統制に関する基本方針に基づき、コンプライアンス委員会に

おいて、継続的な法令の遵守と倫理綱領の周知徹底を図っております。

また、「コーポレート・ガバナンスの充実」を重要な経営課題として位置付け、内部統制委員会のも

と、内部統制システムの有効性の向上、経営資源の有効活用を通じた経営効率の向上及び適時・適切な

ディスクロージャーの実施による透明性の向上など、企業価値の向上に向けて、その充実を図っておりま

す。

なお、平成21年４月１日より、代表取締役会長・代表取締役社長・代表取締役副社長執行役員の体制に

変更し、「ＯＭＣ　Ｐｏｌｉｃｙ」を廃止し、新たな行動指針を定めております。

　さらに「内部統制委員会」「コンプライアンス委員会」は、代表取締役社長が議長を努め、コンプライ

アンス担当部署は組織編制により内部統制推進部となり、各部門のコンプライアンス責任者、コンプライ

アンス推進リーダーを通じて指導を行っております。

　

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

(1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体

制の状況

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況(平成21年３月31日現在)

当社の組織形態及びコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。

　

　

取締役会は、取締役８名(内、社外取締役２名)で構成され毎月１回定期的にまた必要に応じて臨時

に開催されており、法令で定められた事項や経営に関する事項については、すべて付議されます。

EDINET提出書類

株式会社セディナ(E03037)

有価証券報告書

 38/102



また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役３名(内、社外監査役２名)で構成され

ております。

監査役は、取締役会への出席、取締役等からの報告の聴取、重要な決裁書類を閲覧するなどの監査

業務を行っております。

監査部は、各部門に対して業務監査を行い、その状況を代表取締役社長に報告しており、適宜各部

門にフィードバックを行っております。

内部統制委員会は、内部統制に関する基本方針を審議決定し、その内容に基づき、コンプライアン

ス委員会は、取締役であるコンプライアンス担当を議長とし、定期的に開催し、企業倫理綱領の周知

徹底に関する審議・報告・確認や全社的なコンプライアンス課題の審議・決定を行っております。

また、各部門にコンプライアンス体制の強化及び個人情報の適正な管理・監督を目的として、「シ

ニアコンプライアンスマネジャー」「コンプライアンスマネジャー」「コンプライアンス推進リー

ダー」「コンプライアンスリーダー」を選出及び任命し、ＯＭＣ　Ｐｏｌｉｃｙの趣旨に従ったマネ

ジメントを行っております。

コンプライアンス部は、コンプライアンス担当の管理・監督のもと、各部門に対しコンプライアン

スに係る指示・指導を行い、その状況をコンプライアンス委員会に報告しております。

顧客センターは、適正な管理体制整備を通じた個人情報保護の徹底を図っております。

顧問弁護士には、重要な案件についてリーガルチェックやアドバイスを受けております。

会計監査人は、監査法人トーマツに依頼しております。

なお、平成21年４月１日より、代表取締役会長・代表取締役社長・代表取締役副社長執行役員の体

制に変更し、「ＯＭＣ　Ｐｏｌｉｃｙ」を廃止し、新たな行動指針を定めております。

　さらに「内部統制委員会」「コンプライアンス委員会」は、代表取締役社長が議長を努め、コンプ

ライアンスおよび個人情報保護担当部署は組織編制により内部統制推進部となり、各部門のコンプ

ライアンス責任者、コンプライアンス推進リーダーを通じて指導を行い、コンプライアンスに取り組

んでおります。

  会計監査人は、監査法人トーマツからあずさ監査法人に変更しております。

　提出日現在の取締役会は、取締役１９名（内、社外取締役４名）で構成され毎月１回定期的にまた

必要に応じて臨時に開催されており、法令で定められた事項や経営に関する事項については、すべて

付議されます。

　監査役制度による監査役会は、監査役５名（内、社外監査役３名）で構成されております。

　

②リスク管理体制の整備の状況

当社は、業務遂行に伴う様々なリスクや新たな業務から生じると予想されるリスクを的確に把握

・管理し、各種リスクの予防、発生に関わる的確な対処を実施することで、経営の健全性の確保と信

頼の向上に努めております。

　

③反社会的勢力排除体制の整備の状況

当社は、反社会的勢力排除に向けて、不当要求防止責任者を配した統括部門を設置するとともに、

専門従事者としてセキュリティ顧問を設置しております。また、統括部門、セキュリティ顧問を通じ

た地域の警察との連携、特殊暴力防止対策協議会等への加盟を通じた定期的な情報収集を図ってお

ります。社内においては、民事介入暴力等への対応ルールを定めた規定及びマニュアルを設置し、対

応の徹底を図っております。

　

④内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

当社の内部監査は、独立組織の内部統制本部に属する監査部(６名)が行っており、関係会社を含

め、内部統制、リスク管理、コンプライアンス等の視点から監査を実施し、代表取締役社長に報告する

とともに、監査役への情報提供等により連携を高めております。監査役監査は、監査方針に基づき、取

締役会への出席、取締役等からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧をするなどに加え、必要に応じ

て、会計監査人との相互の意見・情報交換を行うなどの連携を図り、厳正な監査を行っております。
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　業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

　 業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

　

指定社員　業務執行社員

西岡　雅信

監査法人トーマツ　 松村　浩司

　 木村　彰夫

　 (注)継続監査年数については、全員７年以内のため記載を省略しております。

　

　監査業務に係る補助者の構成

　  公認会計士　　　 ３名　　　　　会計士補等　　　 ６名　　　　　その他　　　 15名　　　

　

(2) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の

概要

当社の社外取締役のうち２名は、その他の関係会社である株式会社ダイエーの取締役であります。同

社は当社と営業上の取引があります。

　

(3) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みにつきましては、関係会社を当社グループとして

一体化したコーポレート・ガバナンス体制の整備も経営上の重要課題ととらえ、関係会社に対し、より

一層の連携強化として、コンプライアンス関連規定・体制の整備を進めました。また、社外取締役の参

画のもと、取締役会を定期的に開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとと

もに、会社の業務執行状況を監督してまいりました。

また、コンプライアンスの活動として、平成20年10月のＯＭＣ企業倫理月間における、コンプライア

ンス規程の周知徹底や啓蒙活動を行うとともに、コンプライアンスマネジャーの集合教育、インサイ

ダー取引防止のための教育、その他コンプライアンスに係る階層別教育を定期的に実施いたしました。

個人情報の管理につきましては、平成17年４月の「個人情報保護法」施行以前より継続して、法令は

もとより、ガイドライン・業界ルール・社内規定等を遵守してまいりました。平成21年２月には、プラ

イバシーマークの３度目の更新認定を受け、社内体制を強化するとともに、個人情報保護に関する従業

員教育を継続して実施しております。従業員教育につきましては、社員には、社団法人日本クレジット

産業協会の資格制度である「個人情報取扱主任者」の取得を推進し、またパートタイマー対象には、当

社独自の「個人情報取扱者認定制度」を設け、積極的な取得を奨励することで、個人情報管理意識の醸

成と浸透に努めてまいりました。

　個人情報の業務委託先については、当社の要求基準に達した企業に限定し、安全管理が図られるよう

に、定期点検に加え、適宜現地訪問点検を実施するなど、適切に管理・監督を行ってまいりました。

　

(4) 役員報酬の内容

取締役に対する報酬

監査役に対する報酬

190

56

百万円

百万円
 

(うち社外役員に対する報酬

 

28

 

百万円)

　

(5) 監査報酬の内容

当社の監査法人トーマツへの報酬額は以下のとおりであります。

公認会計士法(昭和23年法律第103号)
63百万円

第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

上記以外の業務に基づく報酬 10百万円
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(6) 取締役の員数及び取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の員数を25名以内とする旨、並びに取締役の選任決議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨、及び累積投票

によらない旨を定款で定めております。
　
(7) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

① 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議に

より、毎年９月30日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配

当を行うことができる旨を定款で定めております。

② 自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項に基づき、取締役会の決議によ

り、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。

③ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮することができるように、会社法第426

条第１項に基づき、取締役会の決議により、取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲内で免除

できる旨を定款で定めております。
　

(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める特別決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上で

行う旨を定款で定めております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成20年３月１日から平成21年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成20年３月１日から平成21年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しております。　

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成19年３月１日から平成

20年２月29日まで)及び当連結会計年度(平成20年３月１日から平成21年３月31日まで)の連結財務諸表並

びに前事業年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)及び当事業年度(平成20年３月１日から平

成21年３月31日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。

　

３　決算期変更について

平成20年５月23日開催の第82期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を２月末日から

３月31日に変更いたしました。

従って、当連結会計年度及び当事業年度は平成20年３月１日から平成21年３月31日までの13ヵ月間と

なっております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　

　 　
前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　現金及び預金 　 　 84,492 　 　 53,157 　

　２　割賦売掛金 ※
１
７

　 154,607 　 　 182,173 　

　３　営業貸付金 ※５７ 　 375,211 　 　 349,345 　

　４　たな卸資産 　 　 903 　 　 903 　

　５　繰延税金資産 　 　 38,968 　 　 30,603 　

　６　その他 　 　 19,687 　 　 27,234 　

　　　貸倒引当金 　 　 △89,582 　 　 △58,892 　

　　　流動資産合計 　 　 584,28894.7 　 584,52594.3

Ⅱ　固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 建物及び構築物 　 1,600 　 　 1,513 　 　

　　　　減価償却累計額 　 710 890 　 762 751 　

　　(2) 土地 　 　 1 　 　 1 　

　　(3) その他 　 543 　 　 687 　 　

　　　　減価償却累計額 　 286 257 　 375 312 　

　　　有形固定資産合計 　 　 1,1480.2 　 1,0640.2

　２　無形固定資産 　 　 7,6691.2 　 7,0761.2

　３　投資その他の資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 投資有価証券 ※ ２ 　 4,287 　 　 2,500 　

　　(2) 固定化営業債権 ※ ３ 　 548 　 　 390 　

　　(3) 繰延税金資産 　 　 15,474 　 　 20,728 　

　　(4) その他 　 　 3,975 　 　 3,636 　

　　　　貸倒引当金 　 　 △548 　 　 △407 　

　　　投資その他の資産合計 　 　 23,7373.9 　 26,8484.3

　　　固定資産合計 　 　 32,5555.3 　 34,9905.7

Ⅲ　繰延資産 　 　 　 　 　 　 　

　　　株式交付費 　 　 － 　 　 137 　

　　　繰延資産合計 　 　 － － 　 137 0.0 

　　　資産合計 　 　 616,844100.0 　 619,652100.0

　 　 　 　 　 　 　 　

　

EDINET提出書類

株式会社セディナ(E03037)

有価証券報告書

 43/102



　
　 　

前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　支払手形及び買掛金 　 　 30,105 　 　 42,454 　

　２　短期借入金 　 　 103,389 　 　 67,194 　

　３　一年内償還転換社債型
　　　新株予定付社債　　　

　 　 － 　 　 13,000 　

　４　一年内に返済する
　　　長期借入金

※９ 　 120,784 　 　 132,959 　

　５　コマーシャル・ペーパー 　 　 22,500 　 　 36,200 　

　６　未払法人税等 　 　 7,355 　 　 209 　

　７　預り金 　 　 48,781 　 　 49,372 　

　８　賞与引当金 　 　 514 　 　 852 　

　９　割賦利益繰延 ※４ 　 1,033 　 　 1,215 　

  10  その他 　 　 11,531 　 　 9,265 　

　　　流動負債合計 　 　 345,99656.1 　 352,72456.9

Ⅱ　固定負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　長期借入金 ※９ 　 176,223 　 　 139,076 　

　２　利用促進引当金 　 　 5,312 　 　 5,827 　

　３　退職給付引当金 　 　 2,862 　 　 2,799 　

　４　役員退職慰労引当金 　 　 10 　 　 － 　

　５　利息返還損失引当金 　 　 29,833 　 　 42,714 　

　６　その他 ※５ 　 6,031 　 　 6,005 　

　　　固定負債合計 　 　 220,27335.7 　 196,42231.7

　　　負債合計 　 　 566,26991.8 　 549,14688.6

(純資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　株主資本 　 　 　 　 　 　 　

　１　資本金 　 　 43,3437.0 　 51,3438.3

　２　資本剰余金 　 　 536 0.1 　 8,5361.4

　３　利益剰余金 　 　 11,3061.8 　 15,2802.4

　４　自己株式 　 　 △5,044△0.8 　 △5,044△0.8

　　　株主資本合計 　 　 50,1418.1 　 70,11611.3

Ⅱ　評価・換算差額等 　 　 　 　 　 　 　

　  　その他有価証券
　　　評価差額金

　 　 225 0.1 　 98 0.0

　　　評価・換算差額等合計 　 　 225 0.1 　 98 0.0

Ⅲ　少数株主持分 　 　 207 0.0 　 292 0.1

　　　純資産合計 　 　 50,5748.2 　 70,50611.4

　　　負債純資産合計 　 　 616,844100.0 　 619,652100.0
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② 【連結損益計算書】

　

　 　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益 　 　 　 　 　 　 　

　１　総合あっせん収益 　 　 28,286 　 　 32,988 　

　２　個品あっせん収益 　 　 228 　 　 156 　

　３　融資収益 　 　 109,656 　 　 92,266 　

　４　その他の収益 　 　 13,330 　 　 14,764 　

　５　金融収益 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 受取利息 　 101 101 　 78 78 　

　　　営業収益合計 　 　 151,602100.0 　 140,254100.0

Ⅱ　営業費用 　 　 　 　 　 　 　

　１　販売費及び一般管理費 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 広告宣伝費 　 13,452 　 　 15,237 　 　

　　(2) 利用促進引当金繰入額 　 4,532 　 　 4,252 　 　

　　(3) 支払手数料 　 7,313 　 　 7,685 　 　

　　(4) 貸倒引当金繰入額 　 31,851 　 　 6,064 　 　

　　(5) 給料及び賞与 　 11,610 　 　 12,758 　 　

　　(6) 賞与引当金繰入額 　 515 　 　 852 　 　

　　(7) 退職給付引当金繰入額 　 461 　 　 499 　 　

　　(8) 役員退職慰労引当金
　　　　繰入額

　 6 　 　 1 　 　

　　(9) 事務委託料 　 5,854 　 　 6,600 　 　

　 (10) 通信費 　 5,541 　 　 6,173 　 　

   (11) 利息返還損失引当金
　　　　繰入額

　 29,011 　 　 37,915 　 　

　 (12) 地代家賃 　 1,868 　 　 1,997 　 　

　 (13) その他 　 19,970131,99187.0 21,123121,16286.4

　２　金融費用 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 支払利息 　 9,309 　 　 10,348 　 　

　　(2) その他 　 2,466 11,7757.8 1,295 11,6448.3

　　　営業費用合計 　 　 143,76694.8 　 132,80694.7

　　　営業利益 　 　 7,8355.2 　 7,4485.3
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前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅲ　営業外収益 　 　 　 　 　 　 　

　１　持分法による投資利益 　 ─ 　 　 3 　 　

　２　その他 　 231 231 0.1 269 273 0.2

Ⅳ　営業外費用 　 　 　 　 　 　 　

　１　持分法による投資損失 　 25 　 　 ― 　 　

　２　その他 　 140 166 0.1 193 193 0.1

　　　経常利益 　 　 7,9005.2 　 7,5275.4

Ⅴ　特別利益 　 　 　 　 　 　 　

　１　固定資産売却益 ※１ 83 　 　 　― 　 　

　２　投資有価証券売却益 　 821 　 　 107 　 　

　３　投資有価証券償還益 　 ─ 　 　 3,627 　 　

　４　その他 　 15 920 0.6 68 3,8022.7

Ⅵ　特別損失 　 　 　 　 　 　 　

　１　投資有価証券評価損 　 ─ 　 　 1,488 　 　

　２　貸倒引当金繰入額 ※２ 47,148 　 　 ― 　 　

　３　合併関連費用 ※３ ─ 　 　 368 　 　

　４　その他 　 380 47,52831.3 271 2,1281.5

　　　税金等調整前当期純利益 　 　 ─ ─ 　 9,2016.6

　　　税金等調整前当期純損失 　 　 38,707△25.5 　 　― ―

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

　 13,874 　 　 1,944 　 　

　　　法人税等調整額 　 △30,052△16,177△10.6 3,197 5,1413.7

　　　少数株主利益 　 　 9 0.0 　 84 0.1

　　　当期純利益 　 　 ─ ─ 　 3,9742.8

　　　当期純損失 　 　 22,538△14.9 　 ― ―
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　

株主資本
評価・ 　　　　
換算差額等

少数株主　　

持分
純資産合計

資本金
 資本 　　剰
余金

 利益 　　剰
余金

自己株式
株主資本　
合計

その他 　　　　
　　有価証券　
　　評価差額
金

平成19年２月28日残高　(百万円) 43,343 536 35,960△5,04474,796 854 138 75,789

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 ─ ─ △2,115 ─ △2,115 ─ ─ △2,115

　当期純損失 ─ ─ △22,538 ─ △22,538 ─ ─ △22,538

　自己株式の取得 ─ ─ ─ △0 △0 ─ ─ △0

　自己株式の処分 ─ ─ △0 0 0 ─ ─ 0

  株主資本以外の項目の
  連結会計年度中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─ ─ △628 69 △559

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　(百万円)

─ ─ △24,654 △0 △24,654△628 69 △25,214

平成20年２月29日残高　(百万円) 43,343 536 11,306△5,04450,141 225 207 50,574

　

 当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年３月31日)

　

株主資本
評価・ 　　　　
換算差額等

少数株主　　

持分
純資産合計

資本金
 資本 　　剰
余金

 利益 　　剰
余金

自己株式
株主資本　
合計

その他 　　　　
　　有価証券　
　　評価差額
金

平成20年２月29日残高　(百万円) 43,343 536 11,306△5,04450,141 225 207 50,574

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　

　新株の発行 7,999 7,999 ― ― 15,999 ― ― 15,999

　当期純利益 ― ― 3,974 ― 3,974 ― ― 3,974

　自己株式の取得 ― ― ― △0 △0 ― 　― △0

　自己株式の処分 ― ― △0 0 0 ― ― 0

  株主資本以外の項目の
  連結会計年度中の変動額(純額)

― 　― ― ― ― △127 84 △42

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　(百万円)

7,999 7,999 3,974 △0 19,974△127 84 19,932

平成21年３月31日残高　(百万円) 51,3438,53615,280△5,04470,116 98 292 70,506
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

　 　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　税金等調整前当期純利益又は
　　　税金等調整前当期純損失(△)

　 △38,707 9,201

　　　減価償却費 　 319 304

　　　無形固定資産償却額 　 3,457 3,267

　　　貸倒引当金の増加・減少(△)額 　 49,479 △30,830

　　　賞与引当金の増加・減少(△)額 　 △175 338

　　　役員賞与引当金の減少額 　 △31 ―

　　　利用促進引当金の増加額 　 2,278 515

　　　退職給付引当金の減少額 　 △94 △63

　　　役員退職慰労引当金の減少額 　 △11 △10

　　　利息返還損失引当金の増加額 　 10,919 12,881

　　　受取利息及び受取配当金 　 △75 △115

　　　固定資産売却益 　 △83 ―

　　　投資有価証券売却益 　 △821 △107

　　　投資有価証券評価損 　 ─ 1,488

　　　投資有価証券償還益 　 ─ △3,627

　　　持分法による投資利益 　 ─ △3

　　　持分法による投資損失 　 25 ―

　　　営業債権の増加額 　 △34,030 △1,541

　　　たな卸資産の減少額 　 1 ―

　　　営業債務の増加額 　 1,902 12,349

　　　預り金の増加額 　 23,682 590

　　　割賦利益繰延の増加額 　 84 181

　　　その他 　 6,420 △3,767

　　　　小計 　 24,539 1,051

　　　利息及び配当金の受取額 　 89 115

　　　法人税等の支払額 　 △18,568 △13,728

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 　 6,060 △12,561
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前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　有形固定資産の取得による支出 　 △177 △258

　　　無形固定資産の取得による支出 　 △2,534 △2,827

　　　無形固定資産の売却による収入 　 83 1

　　　投資有価証券の取得による支出 　 △328 ―

　　　投資有価証券の売却による収入 　 1,574 178

　　　投資有価証券の償還による収入 　 ─ 3,627

　　　連結子会社株式の追加取得による支出 　 △18 ―

　　　合併による支出 ※２ ─ △738

　　　その他 　 ─ △37

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △1,400 △55

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　短期借入金の純増加・純減少(△)額 　 19,889 △36,195

　　　コマーシャル・ペーパーの純増加額 　 22,500 13,700

　　　長期借入れによる収入 　 139,667 112,471

　　　長期借入金の返済による支出 　 △182,372 △137,443

　　　転換社債型新株予約権付社債の発行による
　　　収入

　 ─ 12,917

　　　第三者割当による新株式の発行による収入 　 ─ 15,835

　　　自己株式の取得による支出 　 △0 △0

　　　少数株主からの払込みによる収入 　 60 ―

　　　配当金の支払額 　 △2,112 △1

　　　その他 　 ─ △0

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △2,368 △18,716

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 △10 △1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 　 2,280 △31,334

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 82,211 84,492

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 84,492 53,157
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　９社

連結子会社名は、「第１　企業の概況

　４　関係会社の状況」に記載している

ため、省略しております。

なお、㈱プロセントについては平成

19年３月26日に、㈱チケットＯＭＣに

ついては平成20年１月28日に新たに設

立したことにより、当連結会計年度よ

り連結子会社に含めております。

また、協栄企画㈱及び㈱ＲＴＳにつ

いては平成19年９月20日に、㈱アネッ

クス・キャピタルについては平成19年

12月27日に、㈱エイペックス・モー

ゲージについては平成20年２月28日に

清算結了したことにより、連結子会社

から除いております。

連結子会社数　　７社

連結子会社名は、「第１　企業の概況

　４　関係会社の状況」に記載している

ため、省略しております。

なお、㈱エフバランスについては平

成20年７月30日に、㈱ＯＲＥについて

は平成20年８月28日に清算結了したこ

とにより、連結子会社から除いており

ます。

 

 

２　持分法の適用に関する事

項

持分法適用関連会社数　１社

　持分法適用関連会社名

　　㈱日本旅行オーエムシートラベル

　なお、ネットウィング証券㈱について

は、株式交換に伴い当社の持分比率が

減少したため、持分法適用関連会社か

ら除いております。

持分法適用関連会社数　１社

　持分法適用関連会社名

　　㈱日本旅行オーエムシートラベル

　

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、㈱アク

セス・ジェネラルが12月末であり、連結

子会社の決算日現在の財務諸表を使用し

ております。

　なお、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　①有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定)

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　①有価証券

　　　　　　　　同左

　

　

　

　

　

　　　　　　

　 　②デリバティブ

　　時価法

　②デリバティブ

同左

　 　③たな卸資産

　　商品

　　　販売用不動産

　　　　個別法による原価法

　③たな卸資産

　　　　　　　　同左

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

　①有形固定資産

　　建物(建物付属設備を除く)

　　　定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

　①有形固定資産

　　建物(建物付属設備を除く)

　　　定額法

　 建物(建物付属設備を除く)以外の有

形固定資産

　　　定率法

　なお、主な耐用年数は、建物及び構築

物３～15年であります。

建物(建物付属設備を除く)以外の有

形固定資産

　　　定率法

　なお、主な耐用年数は、建物及び構築

物３～15年であります。

(追加情報)

　法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、当連結会計年度か

ら、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。この

変更による損益に与える影響は軽微で

あります。

　 　②無形固定資産

　　定額法

　なお、主な償却年数は、自社利用のソ

フトウェア５年であります。

　②無形固定資産

同左

　 (3) 重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

　債権の貸倒れ等による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

同左

 

　 　②賞与引当金

　執行役員及び従業員の賞与の支給に

充てるため、将来の支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上してお

ります。

　②賞与引当金

同左

　   ③役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に充てるため、当連

結会計年度末における支給見込額を計

上しております。

  ③役員賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

　 　④利用促進引当金

　カード利用促進を目的とするポイン

ト制度に基づき、カード会員に付与し

たポイントの使用による費用負担に備

えるため、当連結会計年度末における

費用負担見込額を計上しております。

　④利用促進引当金

同左

　 　⑤退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。

　⑤退職給付引当金

　同左

 

 

　

　⑥役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社において、役員及び

執行役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。

　⑥役員退職慰労引当金　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

       　―――――

 

(追加情報)   

　一部の連結子会社は、役員及び執行役

員の退職慰労金制度を廃止することと

し、平成20年５月開催の定時株主総会

において、本制度の打ち切り支給議案

が承認可決されております。これに伴

い、当連結会計年度において 「役員退

職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切

り支給額の未払い分については、固定

負債の「その他」に含めて表示してお

ります。  

　

　⑦利息返還損失引当金

　将来の利息返還の請求に備えるため、

過去の返還実績等を勘案した必要額を

計上しております。

　⑦利息返還損失引当金

　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

　 (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

 

　 (5) 重要なヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。

　ただし、特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップ取引については、特例

処理によっております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法

同左

　 　②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金

　②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

　 　③ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規定

及び取引限度額等を定めた社内規定で

ある「デリバティブ取扱規定」に基づ

き、金利変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

　③ヘッジ方針

同左

 

　 　④ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を半期毎に比

較し、両者の変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を評価しております。た

だし、特例処理によっている金利ス

ワップ取引については、有効性の評価

を省略しております。

　④ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

　 (6) 収益の計上基準

収益の計上基準は次のとおりであり

ます。

(6) 収益の計上基準

同左

　 部門別 種別 計上方法

総合あっせん

顧客手数料
(リボ払・分割払)

主として残債
方式による期
日到来基準

加盟店手数料
立替払契約時
に計上

個品あっせん

顧客手数料
(分割払)

７・８分法に
よる期日到来
基準

加盟店手数料
立替払契約時
に計上

融資 貸付金利息

残債方式によ
る発生基準
または７・８
分法による期
日到来基準
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

 

(7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

　　①消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。ただし、固

定資産に係る控除対象外消費税等は、

長期前払消費税等として投資その他の

資産の「その他」に計上し、５年間で

均等償却を行っております。

　　　　　　―――――

 

(7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

　　①消費税等の会計処理

同左

 

 

 

 

 

　　②繰延資産の処理方法

株式交付費

　株式交付の時から３年間にわたり、

定額法により償却しております。

社債発行費

　社債の償還までの期間にわたり、定

額法により償却しております。

 

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６　のれんの償却に関する事

項

  のれんの償却については、５年間で均

等償却を行っております。

　なお、金額に重要性がないものについて

は、発生年度において一括償却を行って

おります。

同左

 

 

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左

８　決算期の変更に関する事

項

　　　　　　――――― 　当連結会計年度におきまして、当社及び

エムシーエス債権管理回収㈱等の連結子

会社の決算期を毎年２月末日より３月31

日に、㈱アクセス・ジェネラルの決算期

を毎年12月31日より３月31日に変更して

おります。この変更は、平成20年２月８日

に㈱三井住友銀行が当社の筆頭株主と

なったことを受け、同行の事業年度が４

月１日から３月31日であることを勘案

し、効率的な業務執行を行うための変更

であります。なお、当連結会計年度は平成

20年３月1日から平成21年３月31日まで

の13ヶ月決算となっております。

　

会計処理方法の変更

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

有形固定資産の減価償却方法の変更

法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。この変更による損

益に与える影響は軽微であります。　　　　

　　　　　　　　　　―――――
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

※１　割賦売掛金

部門別の割賦売掛金残高は次のとおりでありま

す。

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 152,246

個品あっせん 2,360

計 154,607

 

※１　割賦売掛金

部門別の割賦売掛金残高は次のとおりでありま

す。

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 180,253

個品あっせん 1,919

計 182,173

 
※２　関連会社に対するもの

投資有価証券(株式) 230百万円

※２　関連会社に対するもの

投資有価証券(株式) 233百万円

※３　固定化営業債権

財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定される

破産更生債権等であります。

※３　固定化営業債権
同左

※４　割賦利益繰延

部門別の割賦利益繰延残高は次のとおりでありま

す。

部門別
前期末
残高
(百万円)

当期
受入額
(百万円)

当期
実現額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

総合
あっせん

634 1,5331,300 866

個品
あっせん

194 138 215 117

融資 120 2 72 49

計 949 1,6731,5881,033

 

※４　割賦利益繰延

部門別の割賦利益繰延残高は次のとおりでありま

す。

部門別
前期末
残高
(百万円)

当期
受入額
(百万円)

当期
実現額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

総合
あっせん

866 2,0131,7591,120

個品
あっせん

117 113 150 80

融資 49 0 35 14

計 1,0332,1271,9451,215

※５　担保資産及び担保付債務　

担保に供している資産は次のとおりであります。

営業貸付金 5,000百万円

　　　担保付債務は次のとおりであります。　　

固定負債
「その他(債権流動化支払債務)」

5,000百万円

６　偶発債務

信用保証業務のうち債権債務とみなされない保証

債務額 635百万円

※７　債権流動化

債権流動化に伴い当連結会計年度末において、割

賦売掛金18,763百万円及び営業貸付金83,565百万円

がオフバランスとなっております。

なお、債権流動化に伴い当社が保有している信託

受益権は、当連結会計年度末において割賦売掛金に

27,584百万円、営業貸付金に107,563百万円を含めて

表示しております。

※５　担保資産及び担保付債務　

担保に供している資産は次のとおりであります。

営業貸付金 5,000百万円

　　　担保付債務は次のとおりであります。　　

固定負債
「その他(債権流動化支払債務)」

5,000百万円

６　偶発債務

信用保証業務のうち債権債務とみなされない保証

債務額 534百万円

※７　債権流動化

債権流動化に伴い当連結会計年度末において、割

賦売掛金20,556百万円及び営業貸付金79,620百万円

がオフバランスとなっております。

なお、債権流動化に伴い当社が保有している信託

受益権は、当連結会計年度末において割賦売掛金に

15,798百万円、営業貸付金に136,048百万円を含めて

表示しております。
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前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

　８　当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、クレジットカードに附帯するキャッシン

グ業務及びカードローン業務を行っております。当

該業務における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る貸出未実行残高等は次のとおりでありま

す。

　 百万円

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

2,010,817

貸出実行残高 424,285

差引額 1,586,532

なお、同契約においては、顧客の信用状況の変化、

その他相当の事由があるときは貸出を停止する旨の

条項が付されておりますので、必ずしも貸出未実行

残高のすべてが貸出実行されるものではありませ

ん。

　８　当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、クレジットカードに附帯するキャッシン

グ業務及びカードローン業務を行っております。当

該業務における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る貸出未実行残高等は次のとおりでありま

す。

　 百万円

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,985,183

貸出実行残高 389,813

差引額 1,595,370

なお、同契約においては、顧客の信用状況の変化、

その他相当の事由があるときは貸出を停止する旨の

条項が付されておりますので、必ずしも貸出未実行

残高のすべてが貸出実行されるものではありませ

ん。

※９　財務制限条項

借入金のうち、61,500百万円には、純資産の部及び

営業利益に係る財務制限条項が付されております。

※９　財務制限条項

借入金のうち、36,787百万円には、営業利益に係る

財務制限条項が付されております。

　

(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

※１　固定資産売却益

　　　商標権の売却益83百万円であります。 

　　　　　　　　　　―――――

 

※２　貸倒引当金繰入額

　　　平成19年９月からの新金利体系における与信基準の

見直しに伴い分離・個別管理することとした顧客向

け債権に対する回収不能見込額であります。

　　　　　　　　　　―――――

 

　　　　　　　　　　――――― ※３　合併関連費用

資材の廃棄損等368百万円であります。

　４　事業部門別取扱高

　　　「第２ 事業の状況　２　営業実績　(2) 事業部門別取

扱高」を参照。
 

　４　事業部門別取扱高

同左
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末　　　　
　　　株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　増
加株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　減少株式

数(株)

当連結会計年度末　　　　
　　　　　　株式数(株)

普通株式 213,682,082 ― ― 213,682,082
　

　
２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末　　　　
　　　株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　増
加株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　減少株

式数(株)

当連結会計年度末　　　　
　　　　　　株式数(株)

普通株式 2,114,393 836 46 2,115,183
　

(注)　普通株式の自己株式の増加836株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少46株は、単元未満株式の買増請求

によるものであります。
　

　
３　配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年５月25日
定時株主総会

普通株式 2,115百万円 10円平成19年２月28日 平成19年５月28日

　

当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末　　　　
　　　株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　増
加株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　減少株式

数(株)

当連結会計年度末　　　　
　　　　　　株式数(株)

普通株式 213,682,08266,666,600 ― 280,348,682
　

(注)　普通株式の発行済株式の増加66,666,600株は、平成20年９月29日開催の取締役会の決議により、平成20年10月14日

を払込期日とする株式会社三井住友フィナンシャルグループへの第三者割当増資による新株式の発行を実施した

ことによるものであります。
　
　
２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末　　　　
　　　株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　増
加株式数(株)

当連結会計年度　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　減少株

式数(株)

当連結会計年度末　　　　
　　　　　　株式数(株)

普通株式 2,115,183 897 80 2,116,000
　

(注)　普通株式の自己株式の増加897株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少80株は、単元未満株式の買増請求

によるものであります。
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３　新株予約権等に関する事項

区分
新株予約権の
内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債
(平成20年10月14日発
行)

普通株式 ― 54,166,666― 54,166,666 ―

合計 ― 54,166,666― 54,166,666 ―

(注) １．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しており　　

　　　ます。

     ２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債は、権利行使期間の初日が到来しておりません。　

     ３．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は発行によるものであります。　

　

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

　 百万円

現金及び預金勘定 84,492

現金及び現金同等物 84,492

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

　 百万円

現金及び預金勘定 53,157

現金及び現金同等物 53,157

　 ※２　合併による支出

企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価

性が認められ、取得原価に含めるものであります。
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

借主側

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

科目

その他
有形固定資産
(器具備品）
(百万円)

無形固定資産
(ソフト
ウェア)
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

2,170 291 2,461

減価償却
累計額相
当額

1,426 95 1,522

期末残高
相当額

743 195 938

 

借主側

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

科目

その他
有形固定資産
(器具備品）
(百万円)

無形固定資産
(ソフト
ウェア)
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

1,863 291 2,155

減価償却
累計額相
当額

1,304 159 1,463

期末残高
相当額

559 132 691

 
(2)　未経過リース料期末残高相当額

　 百万円

１年以内 346

１年超 623

　 計 969

(2)　未経過リース料期末残高相当額

　 百万円

１年以内 305

１年超 413

　 計 718

(3)　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

　 百万円

支払リース料 561

減価償却費相当額 512

支払利息相当額 47

(3)　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

　 百万円

支払リース料 418

減価償却費相当額 382

支払利息相当額 31

(4)　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

(4)　減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。

(5)　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

貸主側

未経過リース料

　 百万円

１年以内 38

１年超 270

　 計 309
 

２　オペレーティング・リース取引

貸主側

未経過リース料

　 百万円

１年以内 38

１年超 193

　 計 232
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(有価証券関係)

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年２月29日)

　

　 種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 　   50 　  479 　  428

小計 　   50 　  479 　  428

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 　  317 　  267 　 △49　

小計 　  317 　  267 　 △49

合計 　  367 　  746 　  378
　

(注)　減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理

を行い、30％～50％下落した場合には、下落率の推移並びに回復可能性を考慮して必要と認めた銘柄について減

損処理を行っております。

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

売却額(百万円) 　 売却益の合計額(百万円) 　 売却損の合計額(百万円)

1,574 　 821 　 ─

　

３　時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年２月29日)

その他有価証券　　非上場株式　　　　　　　　　　　　　     3,310百万円

　

当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

　

　 種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 　   49 　  286 　  237

小計 　   49 　  286 　  237

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 　  256 　  184 　 △71　

小計 　  256 　  184 　 △71　

合計 　  305 　  471 　  165
　

(注)　減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理

を行い、30％～50％下落した場合には、下落率の推移並びに回復可能性を考慮して必要と認めた銘柄について減

損処理を行っております。

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成20年３月１日　至　平成21年３月31日)

売却額(百万円) 　 売却益の合計額(百万円) 　 売却損の合計額(百万円)

178 　 107 　 11

　

３　時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日)

その他有価証券　　非上場株式　　　　　　　　　　　　　  　1,795 百万円

(注)　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損1,488百万円を計上しております。
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

(1) 取引の内容、利用目的及び取組方針

当社は借入金を対象として、将来の金利変動リスク

の回避及び平準化を目的に金利スワップ取引を利用し

ております。

当社は投機目的やトレーディング目的でのデリバ

ティブ取引は行わない方針であります。

なお、連結子会社はデリバティブ取引を利用してお

りません。

(1) 取引の内容、利用目的及び取組方針

同左

(2) 取引に係るリスクの内容

当社が利用している金利関連のデリバティブ取引は

金利変動リスクを有しておりますが、当該リスクは

ヘッジ対象となる資産・負債に係る金利変動リスクを

効果的に相殺しております。

なお、当社はデリバティブ取引契約に当たっては、当

社との取引状況等を総合的に判断し、信用度の高い金

融機関に分散させており、また、個別の契約先に対して

は当社の有する債権及び債務の状況、信用格付等を勘

案し、与信限度枠を設け、相手先の契約不履行によるリ

スクの軽減を図っております。

(2) 取引に係るリスクの内容

同左

(3) 取引に係るリスク管理体制

当社ではデリバティブ取引の取組方針、組織、管理、

報告体制等は社内規定である「デリバティブ取扱規

定」に定めており、その規定に従い、財務部においてデ

リバティブ取引の実行・管理を行い、相互牽制が機能

するように経理部へ報告する体制をとっております。

なお、デリバティブ取引の利用及び取引状況につい

ては、上記規定に基づき、当社の意思決定会議体での承

認及び報告が行われております。

(3) 取引に係るリスク管理体制

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成20年２月29日現在)及び当連結会計年度(平成21年３月31日現在)のいずれにおいて

も、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引しか利用していないため、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設

けております。

当社については、昭和54年から段階的に行っていた退職一時金制度から適格退職年金制度への移行が平

成７年に完了し、平成18年７月に確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度へ移行しており、退職

一時金制度としては従業員の退職に際して支払う割増退職金制度のみとなっております。なお、当該割増退

職金制度以外で当社及び連結子会社は臨時に割増退職金を支払う場合があります。

また、当社及び一部の連結子会社は、平成17年３月１日より、新たに確定拠出型の退職給付制度を採用し

ております。

　

２　退職給付債務に関する事項

　

　
前連結会計年度
(平成20年２月29日)

(百万円)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(百万円)

(1)退職給付債務 △4,324 △4,254

(2)年金資産 1,527 1,223

(3)未積立退職給付債務　(1)＋(2) △2,797 △3,031

(4)未認識数理計算上の差異 20 307

(5)未認識過去勤務債務 △86 △75

(6)退職給付引当金　(3)＋(4)＋(5) △2,862 △2,799

　
前連結会計年度
(平成20年２月29日)

　
当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(注) 　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ
たり、簡便法を採用しております。

 
　
(注) 　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。
 

　

３　退職給付費用に関する事項
　

　

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

(百万円)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

(百万円)

(1)勤務費用
389(注)　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　 　 　　　　

414(注) 　　　　

(2)利息費用 87 92

(3)期待運用収益 △7 △8

(4)数理計算上の差異の費用処理額 3 11

(5)過去勤務債務の費用処理額 △10 △11

(6)退職給付費用　(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 461 499

(7)確定拠出年金の費用処理額 171 175

 (8)早期退職優遇制度の費用処理額 134 137

計 767 811
　

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

　 当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
　至　平成21年３月31日)

　 　 　

(注)　 簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。

　

　 (注) 　簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
　

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

(1)退職給付見込額の期間配分方法 　 　

　　　確定給付企業年金制度 期間定額基準及びポイント基準 同左

　　　退職一時金制度 ポイント基準 同左

(2)割引率 2.0％ 同左

(3)期待運用収益率 　 　

　　　確定給付企業年金制度 0.5％ 同左

(4)過去勤務債務の額の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数による定額法
によっております。)

同左

(5)数理計算上の差異の処理年数 10年(各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理することとしてお
ります。)

同左
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(税効果会計関係)
　

前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 26,237

利息返還損失引当金損金不算入
額

12,082

貸倒償却否認額 11,567

利用促進引当金損金不算入額 2,151

退職給付引当金損金不算入額 1,159

繰越欠損金 486

その他 1,586

繰延税金資産小計 55,268

評価性引当額 △671

繰延税金資産合計 54,597

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 △153

その他 △1

繰延税金負債合計 △154

繰延税金資産の純額 54,443

(注)　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

　 百万円

流動資産－繰延税金資産 38,968

固定資産－繰延税金資産 15,474

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

利息返還損失引当金損金不算入
額

17,299

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,422

貸倒償却否認額 13,545

利用促進引当金損金不算入額 2,360

退職給付引当金損金不算入額 1,124

繰越欠損金 1,063

その他 3,181

繰延税金資産小計 54,994

評価性引当額 △3,212

繰延税金資産合計 51,782

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 △67

その他 △383

繰延税金負債合計 △450

繰延税金資産の純額 51,331

(注)　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

　 百万円

流動資産－繰延税金資産 30,603

固定資産－繰延税金資産 20,728

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳については、当該差異が

法定実効税率の100分の５以下のため記載を省略し

ております。　　　　　　　　　　　　　　　　
 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳　　　
 

　　 　％

　法定実効税率 40.5

　(調整)
　
　

　評価性引当額の増加による影響 17.1

　住民税均等割額 1.2

　
交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.2

　連結子会社清算に伴う影響 △4.4

　その他 1.3

　税効果適用後の法人税等の負担率 55.9
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　 至　平成20年２月29日)については、全セグメントの営業収

益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める信販事業の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　当連結会計年度(自　平成20年３月１日  至　平成21年３月31日)については、全セグメントの営業収益

の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるクレジット事業の割合が、いずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　なお、当連結会計年度より、事業の種類別セグメント情報の名称を「信販事業」から「クレジット事

業」へ変更しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年３月１日  至　平成20年２月29日)及び当連結会計年度(自　平成20年３

月１日  至　平成21年３月31日)については、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産

の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外営業収益】

前連結会計年度(自　平成19年３月１日  至　平成20年２月29日)及び当連結会計年度(自　平成20年３

月１日  至　平成21年３月31日)については、海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外営業

収益の記載を省略しております。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

親会社及び法人主要株主等

　

属性 会社等の名称 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈱ダイエー 神戸市
中央区

56,517商品の小売
及び卸売業

直接 20.8兼任５人 総合あっ
せん及び
個品あっ
せん契約

総合あっせ
ん及び個品
あっせん取
扱高

174,981買掛金 525

　

取引条件ないし取引条件の決定方針等

１　　総合あっせん及び個品あっせん取扱高については、取引実勢及び当社の採算を勘案して交渉の上、決定しており

ます。

２　　㈱ダイエーは、平成20年２月８日に「親会社」から「その他の関係会社」に該当することとなりましたが、継続

して関連当事者に該当しているため、当連結会計年度の取引金額並びに当連結会計年度末の議決権等の被所有

割合及び残高を記載しております。なお、「属性」欄は、当連結会計年度末の属性を記載しております。

 

属性 会社等の名称 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈱三井住友銀
行

東京都
千代田
区

664,986銀行業 直接 32.6　　─ 資金取引 資金の借入
金(純額)

22,000短期借入
金
長期借入
金

22,000

43,000
　 　 　 　 　 　 　 　 利息の支払 136前払利息

未払利息

220

151　

取引条件ないし取引条件の決定方針等

１　　㈱三井住友銀行からの借入金利については、一般市中金利となっております。

２　　㈱三井住友銀行は、平成20年２月８日に「その他の関係会社」に該当することとなったため、取引金額は当該日

付以降の取引金額を記載しております。

　

当連結会計年度(自　平成20年３月１日　至　平成21年３月31日)

親会社及び法人主要株主等

　

属性 会社等の名称 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他
の関係
会社の
親会社

㈱三井住友
フィナンシャ
ルグループ

東京都
千代田
区

1,420,877銀行持株 
会社

直接 　―
間接 48.8

― ─ 増資の引受 15,999― ―

　 　 　 　 　 　 　 　 新株予約権
付社債の引
受

13,000― ―

　

取引条件ないし取引条件の決定方針等

１　　㈱三井住友フィナンシャルグループは、平成20年10月14日から平成20年12月１日まで「その他の関係会社」に該当

しておりますが、当連結会計年度を通じて「その他の関係会社の親会社」として継続して関連当事者に該当してい

るため、当連結会計年度の取引金額並びに当連結会計年度末の議決権等の被所有割合を記載しております。なお、

「属性」欄は、当連結会計年度末の属性を記載しております。

２　　増資の引受については、㈱三井住友フィナンシャルグループが当社の行った第三者割当増資を１株240円で引き受

けたものであります。

３　　新株予約権付社債の引受については、㈱三井住友フィナンシャルグループが当社の発行した転換社債型新株予約権

付社債を第三者割当により額面で引き受けたものであります。なお、転換価額は240円であり、利息は付しておりま

せん。
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属性 会社等の名称 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈱三井住友銀
行

東京都
千代田
区

664,986銀行業 直接 ― 転籍１人 資金取引 資金の借入 66,000短期借入
金
長期借入
金

22,000

43,000

　 　 　 　 　 　 　 　 利息の支払 1,327前払利息

未払利息

201

148　

取引条件ないし取引条件の決定方針等

１　　㈱三井住友銀行は、平成20年12月１日に「その他の関係会社」に該当しなくなりましたので、関連当事者に該当し

た平成20年３月１日から平成20年12月１日までの期間の取引金額を、期末残高については関連当事者に該当しなく

なった時点での残高を記載しており、「属性」欄は、関連当事者に該当した期間の属性を記載しております。

２　　㈱三井住友銀行からの借入金利については、一般市中金利となっております。また、長期借入金については、「第５ 

経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結貸借対照表関係)」に記載した財務制限条項が

付されております。

　

属性 会社等の名称 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈱ＳＭＦＧ
カード＆クレ
ジット

東京都
千代田
区

100子会社及び
関連会社の
経営管理等

直接 48.8兼任１人 ─ ─ ― 一年内償
還転換社
債型新株
予約権付
社債

13,000

　

取引条件ないし取引条件の決定方針等

１　　㈱ＳＭＦＧカード＆クレジットは、平成20年12月１日に「その他の関係会社」に該当することとなりました。

２　　一年内償還転換社債型新株予約権付社債については、平成20年12月１日に、㈱三井住友フィナンシャルグループか

ら㈱ＳＭＦＧカード＆クレジットへの吸収分割により承継されております。

　

属性 会社等の名称 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼務等
事業上
の関係

その他
の関係
会社

㈱ダイエー 神戸市
中央区

56,517商品の小売
及び卸売業

直接 15.8兼任２人 総合あっ
せん及び
個品あっ
せん契約

総合あっせ
ん及び個品
あっせん取
扱高

189,036買掛金 733

　

取引条件ないし取引条件の決定方針等

  総合あっせん及び個品あっせん取扱高については、取引実勢及び当社の採算を勘案して交渉の上、決定してお

ります。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 238円07銭１株当たり純資産額 252円36銭

１株当たり当期純損失 △106円53銭１株当たり当期純利益 16円56銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 15円10銭

(注) １ 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 　 　

　当期純利益又は
　当期純損失(△)

(百万円) △22,538 3,974

　普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ―

　普通株式に係る当期純利益又は
　当期純損失(△)

(百万円) △22,538 3,974

　普通株式の期中平均株式数 (千株) 211,567 240,017

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 　

　当期純利益調整額 (百万円) ─ ─

　普通株式増加数 (千株) ─ 23,116

　 (うち新株予約権) (千株) ─ (23,116)

　　　
　   　３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前連結会計年度末
(平成20年２月29日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 50,574 70,506

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 207 292

　  (うち少数株主持分) 　 (207) (292)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 50,367 70,214

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

(千株) 211,566 278,232
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(重要な後発事象)

前連結会計年度 (自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度 (自 平成20年３月１日 至 平成21年３月31日)

１．株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークとの合併について
当社は、株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークと、平成20年12月11日開催のそれぞれ
の株主総会における合併契約書の承認決議により、平成21年４月１日をもって合併し、商号を「株式会社
セディナ」に変更いたしました。
(1)被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の
　　 法的形式及び結合後企業の名称

①被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称　　株式会社セントラルファイナンス（以下「ＣＦ」）
事業の内容　　　　　クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、
　　　　　　　　　　　保証業務、集金代行業務
被取得企業の名称　　株式会社クオーク（以下「クオーク」）
事業の内容　　　　　クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、
　　　　　　　　　　　信用保証業務、集金代行業務
②企業結合を行った主な理由
現在クレジットカード市場は、小額決済を始めとする新たな決済領域の拡大やポイントプログ
ラムの浸透などにより、着実な拡大を続けており、今後も公金分野の拡大などでなお一層の成長が
見込まれています。一方、電子マネーなどの新技術・新サービスの開発や顧客ニーズの深耕化・高
度化・多様化に対応したシステム投資、貸金業法の施行など、業界を取り巻く経営環境が劇的に変
化しており、大きな転換期を迎えています。個品割賦事業についても、消費者保護強化の流れの中
で割賦販売法の改正が進められており、新たなビジネスモデルの確立に向けて、事業の再構築が求
められています。
このような環境認識の下、当社、ＣＦ及びクオークは、各社の顧客基盤、営業力、ノウハウ等を結
集・融合し、クレジットカード事業と個品割賦事業を核として、専門性と機動性に溢れたわが国最
大級のコンシューマーファイナンス会社を実現すべく、平成20年２月29日に、３社が合併すること
について「基本合意書」を締結いたしました。その後、合併準備委員会を中心に本合併に向けての
協議を重ね、平成20年12月11日開催のそれぞれの株主総会における合併契約書の承認決議により、
平成21年４月１日をもって合併いたしました。
③企業結合日
平成21年４月１日
④企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、ＣＦ及びクオークを消滅会社とする吸収合併方式にて合併いたしました。
⑤結合後企業の名称
(和文社名) 株式会社セディナ
(英文社名) Cedyna Financial Corporation(Cedyna Financial Corp.)
　

(2)発行株式の種類及び数、合併比率並びにその算定方法
①発行株式の種類及び数
普通株式　　　153,081,131株
なお、クオークの普通株式36,000株については、買取請求を受けているため、上記発行株式の
数には含まれておりません。

②合併比率
ＣＦの普通株式１株につき、当社の普通株式0.85株の割合を、クオークの普通株式１株につき、
当社の普通株式20株の割合をもって割当て交付いたしました。

③合併比率の算定方法

当社とＣＦ及びクオークは、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、
当社は野村證券株式会社(以下「野村證券」)を、ＣＦは日興シティグループ証券株式会社(以下
「日興シティグループ証券」)を、クオークは大和証券エスエムビーシー株式会社(以下「大和証
券ＳＭＢＣ」)を今回の合併比率算定のための第三者評価機関として任命し、合併比率算定書を受
領しました。
野村證券は、当社とＣＦについて市場株価平均法、類似会社比較法、配当割引分析等による評価
を行い、クオークについて類似会社比較法、配当割引分析等による評価を行い、合併比率のレンジ
を当社１に対し、ＣＦ0.67～1.11、クオーク18.35～34.76と算定しました。　
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なお、野村證券は、合併比率の算定にあたり、平成20年10月14日付の新株式の発行及び同日付の
転換社債型新株予約権付社債の発行による、株式会社三井住友フィナンシャルグループの当社へ
の第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」)を考慮しております。
日興シティグループ証券は、本合併の諸条件、統合する当事会社の事業等を分析した上で、当社
及びＣＦについては市場株価法、類似上場企業比較法及び理論配当割引法により、また、クオーク
については類似上場企業比較法及び理論配当割引法により評価・分析を行い、その結果を総合的
に勘案した上で合併比率のレンジを当社１に対し、ＣＦ0.79～1.00、クオーク19.25～29.46と算定
しました。なお、日興シティグループ証券は、合併比率の算定にあたり、本第三者割当増資を考慮し
ております。
大和証券ＳＭＢＣは、当社及びＣＦについてはそれぞれ市場株価法、ＤＣＦ法(理論配当割引法)
等により評価を行い、クオークについては類似会社比較法、ＤＣＦ法(理論配当割引法)等により評
価を行い、その結果を総合的に勘案した上で合併比率のレンジを当社１に対し、ＣＦ0.83～0.97、
クオーク19.28～25.21と算定しました。なお、大和証券ＳＭＢＣは、合併比率の算定にあたり、本第
三者割当増資を考慮しております。
当社は野村證券による合併比率の算定結果を参考に、ＣＦは日興シティグループ証券の合併比
率の算定結果を参考に、クオークは大和証券ＳＭＢＣの合併比率の算定結果を参考に、各社が交渉
・協議を行い、上記合併比率を決定いたしました。

　

２．転換社債型新株予約権付社債の取得による新株式の発行について
当社が平成20年10月14日付で発行した「株式会社オーエムシーカード第１回無担保転換社債型新株予
約権付社債」の全てについて、平成21年４月２日をもって当社が取得し、その引換えに本新株予約権付社
債の社債権者である株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットに対し当社の新株式を発行いたしました。
(1)発行株式の種類及び数
普通株式　54,166,666株

(2)発行価額
１株につき金240円

(3)転換社債型新株予約権付社債の減少額
13,000,000,000円

(4)発行価額のうち資本へ組入れる額
１株につき金120円(増加した資本金額　6,500,000,000円)

　

３．希望退職者の募集について
当社は平成21年５月14日開催の取締役会において、希望退職者の募集をおこなうことを決議いたし
ました。
(1)希望退職者募集の理由
貸金業法や割賦販売法などの業法改正をはじめ、国内経済の継続的な景気低迷など、経営を取り巻
く環境は今後も当社に多大な影響を及ぼすものと想定され、当社は抜本的な経営改革を断行するこ
ととし、この一環として希望退職者の募集をおこなうことを決定いたしました。
(2)希望退職者募集の概要
①募集人員
600名(平成21年４月１日現在の正社員数4,441名)

②対象者
平成21年９月30日現在で満38歳以上の正社員

③募集期間
平成21年７月13日から平成21年７月20日まで(予定)

④退職日
平成21年９月30日

⑤優遇処置
・本退職者に対しては特別退職割増金を加算して支給
・希望者に対して再就職支援会社を通じた再就職支援　等

(3)希望退職による損失の見込額
本募集に想定通りの応募があった場合、翌連結会計年度(平成22年３月期)に退職割増金の支給に
伴う特別損失の計上を90億円程度見込んでおります。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

当社
第１回無担保転換社
債型新株予約権付社
債

平成20年
10月14日

―
13,000
(13,000)

― なし
平成21年
10月２日

合計 ― ― ―
13,000
(13,000)

― ― ―

(注) １　当期末残高の(　)は、１年内に償還が予定されている新株予約権付社債の金額であります。

２　新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額(円) ―

株式の発行価額(円) 240

発行価額の総額(百万円) 13,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
(百万円)

―

新株予約権の付与割合(％) 100

新株予約権の行使期間 平成21年４月１日～平成21年４月２日

      本新株予約権の行使に際して代用払込みは行われない。ただし、本新株予約権の行使に際して出資される

財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額はその払込金額と同額とする。

３　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

13,000 ― ― ― ―

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 103,389 67,194 2.3 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 120,784 132,959 1.9 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

176,223 139,076 2.2
平成22年４月～
平成26年７月

その他有利子負債
　コマーシャル・ペーパー(１年
　内返済)

22,500 36,200 1.5 ─

　債権流動化支払債務 5,000 5,000 1.5
平成22年４月～
平成24年３月

合計 427,897 380,430 ― ―
　

(注) １　平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　 ２　債権流動化支払債務については、連結貸借対照表上の固定負債の「その他」に含めて表示しております。

３　長期借入金及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済

予定額は次のとおりであります。

　

　
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 95,056 32,784 8,307 2,852

その他有利子負債　 3,312 1,687 ― ―
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

　 　
第82期

(平成20年２月29日)
第83期

(平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　現金及び預金 　 　 82,290 　 　 51,036 　

　２　割賦売掛金 ※
1
６

　 154,609 　 　 182,177 　

　３　営業貸付金 ※
４
６

　 375,211 　 　 349,345 　

　４　関係会社営業貸付金 　 　 1,887 　 　 ― 　

　５　前払費用 　 　 1,966 　 　 1,644 　

　６　繰延税金資産 　 　 39,672 　 　 30,516 　

　７　立替金 　 　 2,390 　 　 3,295 　

　８　未収入金 　 　 14,961 　 　 17,106 　

　９　未収還付法人税等 　 　 ― 　 　 4,763 　

　10　その他 　 　 119 　 　 125 　

　　　貸倒引当金 　 　 △91,443 　 　 △58,876 　

　　　流動資産合計 　 　 581,66394.6 　 581,13394.2

Ⅱ　固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　１　有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 建物 　 1,552 　 　 1,462 　 　

　　　　減価償却累計額 　 681 870 　 730 731 　

　　(2) 器具備品 　 471 　 　 581 　 　

　　　　減価償却累計額 　 254 217 　 316 264 　

　　(3) 土地 　 　 1 　 　 1 　

　　　有形固定資産合計 　 　 1,0890.2 　 996 0.2

　２　無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 借地権 　 　 6 　 　 ― 　

　　(2) ソフトウェア 　 　 7,295 　 　 6,013 　

　　(3) その他 　 　 85 　 　 672 　

　　　無形固定資産合計 　 　 7,3861.2 　 6,6851.1
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第82期
(平成20年２月29日)

第83期
(平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　３　投資その他の資産 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 投資有価証券 　 　 4,039 　 　 2,250 　

　　(2) 関係会社株式 　 　 1,886 　 　 1,886 　

　　(3) 従業員長期貸付金 　 　 2 　 　 2 　

　　(4) 固定化営業債権 ※２ 　 548 　 　 390 　

　　(5) 長期前払費用 　 　 789 　 　 507 　

　　(6) 繰延税金資産 　 　 15,534 　 　 20,727 　

　　(7) 差入保証金 　 　 1,534 　 　 1,432 　

　　(8) その他 　 　 995 　 　 1,042 　

　　　　貸倒引当金 　 　 △548 　 　 △407 　

　　　投資その他の資産合計 　 　 24,7844.0 　 27,8314.5

　　　固定資産合計 　 　 33,2605.4 　 35,5145.8

Ⅲ　繰延資産 　 　 　 　 　 　 　

　 　 株式交付費 　 　 ─ 　 　 137 　

　　　繰延資産合計 　 　 ─ ─ 　 137 0.0

　　　資産合計 　 　 614,924100.0 　 616,785100.0

　 　 　 　 　 　 　 　

(負債の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　支払手形 　 　 82 　 　 90 　

　２　買掛金 　 　 30,345 　 　 42,511 　

　３　短期借入金 　 　 81,361 　 　 67,194 　

　４　一年内償還転換社債型
　　　新株予約権付社債

　 　 ─ 　 　 13,000 　

  ５　関係会社短期借入金 　 　 22,000 　 　 ― 　

　６　一年内に返済する
　　　長期借入金

※８ 　 120,784 　 　 132,959 　

  ７　コマーシャル・ペーパー 　 　 22,500 　 　 36,200 　

　８　未払金 　 　 3,434 　 　 2,729 　

　９　未払費用 　 　 6,575 　 　 5,507 　

　10　未払法人税等 　 　 7,251 　 　 21 　

　11　預り金 　 　 48,763 　 　 49,355 　

　12　賞与引当金 　 　 404 　 　 688 　

　13　割賦利益繰延 ※３ 　 1,033 　 　 1,215 　

　14　その他 　 　 205 　 　 227 　

　　　流動負債合計 　 　 344,74256.1 　 351,70257.0

Ⅱ　固定負債 　 　 　 　 　 　 　

　１　長期借入金 ※８ 　 133,223 　 　 139,076 　

　２　関係会社長期借入金 ※８ 　 43,000 　 　 ― 　

　３　利用促進引当金 　 　 5,312 　 　 5,827 　

　４　退職給付引当金 　 　 2,833 　 　 2,775 　

　５　利息返還損失引当金 　 　 29,833 　 　 42,714 　

　６　受入保証金 　 　 46 　 　 42 　

　７　その他 ※４ 　 5,380 　 　 5,344 　

　　　固定負債合計 　 　 219,62835.7 　 195,77931.8

　　　負債合計 　 　 564,37191.8 　 547,48188.8
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第82期
(平成20年２月29日)

第83期
(平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部) 　 　 　 　 　 　 　

Ⅰ　株主資本 　 　 　 　 　 　 　

　１　資本金 　 　 43,3437.0 　 51,3438.3

　２　資本剰余金 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 資本準備金 　 536 　 　 8,536 　 　

　　　　資本剰余金合計 　 　 536 0.1 　 8,5361.4

　３　利益剰余金 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 利益準備金 　 1,017 　 　 1,017 　 　

　　(2) その他利益剰余金 　 　 　 　 　 　 　

　　　　別途積立金 　 20,000 　 　 ― 　 　

　　　　繰越利益剰余金 　 △9,525 　 　 13,352 　 　

　　　　利益剰余金合計 　 　 11,4921.9 　 14,3692.3

　４　自己株式 　 　 △5,044△0.8 　 △5,044△0.8

　　  株主資本合計 　 　 50,3278.2 　 69,20511.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　 　 　 　 　 　 　

　　　その他有価証券
　　　評価差額金

　 　 225 0.0 　 98 0.0

　　　評価・換算差額等合計 　 　 225 0.0 　 98 0.0

　　　純資産合計 　 　 50,5538.2 　 69,30311.2

　　　負債純資産合計 　 　 614,924100.0 　 616,785100.0
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② 【損益計算書】

　

　 　
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益 　 　 　 　 　 　 　

　１　総合あっせん収益 　 　 28,314 　 　 33,025 　

　２　個品あっせん収益 　 　 228 　 　 156 　

　３　融資収益 　 　 109,722 　 　 92,267 　

　４　その他の収益 ※１ 　 11,681 　 　 12,186 　

　５　金融収益 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 受取利息 　 101 101 　 78 78 　

　　　　営業収益合計 　 　 150,047100.0 　 137,713100.0

Ⅱ　営業費用 　 　 　 　 　 　 　

　１　販売費及び一般管理費 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 広告宣伝費 　 13,657 　 　 15,624 　 　

　　(2) 利用促進引当金繰入額 　 4,532 　 　 4,252 　 　

　　(3) 支払手数料 　 7,249 　 　 7,617 　 　

　　(4) 貸倒引当金繰入額 　 31,843 　 　 6,056 　 　

　　(5) 給料及び賞与 　 8,900 　 　 9,483 　 　

　　(6) 福利厚生費 　 1,787 　 　 1,979 　 　

　　(7) 賞与引当金繰入額 　 404 　 　 688 　 　

　　(8) 退職給付引当金繰入額 　 384 　 　 403 　 　

　　(9) 事務委託料 　 9,193 　 　 10,459 　 　

 　(10) 通信費 　 5,385 　 　 6,004 　 　

 　(11) 賃借料 　 720 　 　 668 　 　

 　(12) 消耗品費 　 2,149 　 　 2,241 　 　

 　(13) 租税公課 　 2,364 　 　 2,443 　 　

   (14) 利息返還損失引当金
　　　　繰入額

　 29,011 　 　 37,915 　 　

　 (15) 地代家賃 　 1,451 　 　 1,430 　 　

 　(16) 減価償却費 　 303 　 　 274 　 　

 　(17) その他 　 11,131130,47287.0 11,575119,12086.5
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第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

　２　金融費用 　 　 　 　 　 　 　

　　(1) 支払利息 　 9,309 　 　 10,356 　 　

　　(2) その他 　 2,466 11,7767.8 1,295 11,6518.5

　　　　営業費用合計 　 　 142,24994.8 　 130,77295.0

　　　営業利益 　 　 7,7985.2 　 6,9415.0

Ⅲ　営業外収益 　 　 　 　 　 　 　

　１　雑益 　 215 215 0.1 254 254 0.2

Ⅳ　営業外費用 　 　 　 　 　 　 　

　１　株式交付費償却 　 ─ 　 　 27 　 　

　２　社債発行費償却 　 ─ 　 　 82 　 　

　３　雑損 　 137 137 0.1 84 194 0.1

　　　経常利益 　 　 7,8765.2 　 7,0015.1

Ⅴ　特別利益 　 　 　 　 　 　 　

　１　固定資産売却益 ※２ 83 　 　 ― 　 　

　２　投資有価証券売却益 　 820 　 　 107 　 　

　３　投資有価証券償還益 　 ─ 　 　 3,627 　 　

　４　関係会社株式交換益 　 292 　 　 ― 　 　

　５　その他 　 35 1,2310.9 10 3,7442.7

Ⅵ　特別損失 　 　 　 　 　 　 　

　１　投資有価証券評価損 　 ─ 　 　 1,488 　 　

　２　関係会社株式評価損 　 234 　 　 ― 　 　

　３　貸倒引当金繰入額 ※３ 47,148 　 　 ― 　 　

　４　合併関連費用 ※４ ─ 　 　 368 　 　

　５　その他 　 202 47,58431.7 269 2,1261.5

　　　税引前当期純利益 　 　 ─ ─ 　 8,6196.3

　　　税引前当期純損失 　 　 38,476△25.6 　 ― ―

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

　 13,747 　 　 1,693 　 　

　　　法人税等調整額 　 △28,480△14,732△9.8 4,049 5,7424.2

　　　当期純利益 　 　 ─ ─ 　 2,8772.1

　　　当期純損失 　 　 23,744△15.8 　 ― ―
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③ 【株主資本等変動計算書】

 第82期(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　

株主資本
評価・換

算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他有

価証券評

価差額金
資本

準備金

利益

準備金

その他利益剰余金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

　

平成19年２月28日　残

高     (百万円)
43,343 536 805 20,00016,546△5,04476,188 742 76,930

　

事業年度中の 

変動額
　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

  剰余金の配当 ─ ─ 211 ─ △2,327 ─ △2,115 ─ △2,115

　

  当期純損失　　 ─ ─ ─ ─ △23,744 ─ △23,744 ─ △23,744

　

  自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ △0 △0 ─ △0

　

  自己株式の処分 ─ ─ ─ ─ △0 0 0 ─ 0

　

  株主資本以外の項

  目の事業年度中の

  変動額（純額）

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △517 △517

　

事業年度中の

変動額合計(百万円)
─ ─ 211 ─ △26,071 △0 △25,860△517△26,377

　

平成20年２月29日　残

高  　 (百万円)
43,343 536 1,01720,000△9,525△5,04450,327 225 50,553
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 第83期(自　平成20年３月１日　至　平成21年３月31日)

　

株主資本
評価・換

算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他有

価証券評

価差額金
資本

準備金

利益

準備金

その他利益剰余金

別途

積立金

繰越利益

剰余金

　

平成20年２月29日　残

高     (百万円)
43,343 536 1,01720,000△9,525△5,04450,327 225 50,553

　

事業年度中の 

変動額
　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

  新株の発行 7,9997,999 ― ― ― ― 15,999 ― 15,999

　

  別途積立金の取崩 ― 　― ― △20,00020,000 ― 　― ― ―

　

  当期純利益 ―　 ― ― 　― 2,877 ― 2,877 ― 2,877

　

  自己株式の取得 ― ― ― ― ― △0 △0 ― △0

　

  自己株式の処分 ― ― ― ― △0 0 0 ― 0

　

  株主資本以外の項

  目の事業年度中の

  変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― △126 △126

　

事業年度中の

変動額合計(百万円)
7,9997,999 ― △20,00022,877 △0 18,877△126 18,750

　

平成21年３月31日　残

高  　 (百万円)
51,3438,5361,017 ― 13,352△5,04469,205 98 69,303
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重要な会計方針

　

項目
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

　 (2) その他有価証券

　　時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

　　時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

　　           同左

　　　　 

　

　

　　　

２　デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　　建物(建物付属設備を除く)

　　　定額法

　　建物(建物付属設備を除く)以外の有

形固定資産

　　　定率法

    なお、主な耐用年数は、建物３～15

年であります

(1) 有形固定資産

　　建物(建物付属設備を除く)

　　　定額法

　　建物(建物付属設備を除く)以外の有

形固定資産

　　　定率法

    なお、主な耐用年数は、建物３～15

年であります     

 (追加情報)

  法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、当事

業年度から、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によっ

ております。この変更による損益に

与える影響は軽微であります。

　 (2) 無形固定資産

　　定額法

　　なお、主な償却年数は、自社利用のソ

フトウェア５年であります。

(2) 無形固定資産

同左

 

４　繰延資産の処理方法 　　　　　　――――― (1) 株式交付費

株式交付の時から３年間にわた

り、定額法により償却しております。

　 　 (2) 社債発行費

社債の償還までの期間にわたり、

定額法により償却しております。

 

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れ等による損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左
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項目
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

　 (2) 賞与引当金

執行役員及び従業員の賞与の支給

に充てるため、将来の支給見込額の

うち当事業年度の負担額を計上して

おります。

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、

当事業年度末における支給見込額を

計上しております。

(4) 利用促進引当金

カード利用促進を目的とするポイ

ント制度に基づき、カード会員に付

与したポイントの使用による費用負

担に備えるため、当事業年度末にお

ける費用負担見込額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

同左

 

(3) 役員賞与引当金

同左

 

(4) 利用促進引当金

同左

　 (5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

(5) 退職給付引当金

同左

　 (6) 利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に備えるた

め、過去の返還実績等を勘案した必

要額を計上しております。

(6) 利息返還損失引当金

同左　

６　収益の計上基準   収益の計上基準は次のとおりであり

ます。

部門別 種別 計上方法

総合あっせん

顧客手数料
(リボ払・分割払)

主として残債
方式による期
日到来基準

加盟店手数料
立替払契約時
に計上

個品あっせん

顧客手数料
(分割払)

７・８分法に
よる期日到来
基準

加盟店手数料
立替払契約時
に計上

融資 貸付金利息

残債方式によ
る発生基準
または７・８
分法による期
日到来基準

 

同左
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項目
第82期

(自　平成19年３月１日
 至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
 至　平成21年３月31日)

７　リース取引の処理方法

 

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

 

８　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。

ただし、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップ取引について

は、特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段…金利スワップ取引

　　ヘッジ対象…借入金

(1) ヘッジ会計の方法

同左

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　 (3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規

定及び取引限度額等を定めた社内規

定である「デリバティブ取扱規定」

に基づき、金利変動リスクを一定の

範囲内でヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

同左

 

　 (4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を半期毎に

比較し、両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理によっている金

利スワップ取引については、有効性

の評価を省略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

９　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。ただ

し、固定資産に係る控除対象外消費税

等は、長期前払消費税等として「長期

前払費用」に計上し、５年間で均等償

却を行っております。

 

(1)消費税等の会計処理

同左

 

(2) 決算期の変更に関する事項

当事業年度におきまして、決算期を

毎年２月末日より３月31日に変更して

おります。この変更は、平成20年２月８

日に㈱三井住友銀行が筆頭株主となっ

たことを受け、同行の事業年度が４月

１日から３月31日であることを勘案

し、効率的な業務執行を行うための変

更であります。なお、当事業年度は平成

20年３月１日から平成21年３月31日ま

での13ヶ月決算となっております。

　 会計処理方法の変更

　
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

有形固定資産の減価償却方法の変更

法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。この変更による損

益に与える影響は軽微であります。

　　　　　　　　　　―――――
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注記事項

(貸借対照表関係)
　

第82期
(平成20年２月29日)

第83期
(平成21年３月31日)

※１　割賦売掛金
部門別の割賦売掛金残高は次のとおりでありま

す。

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 152,248

個品あっせん 2,360

計 154,609

 

※１　割賦売掛金
部門別の割賦売掛金残高は次のとおりでありま

す。

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 180,257

個品あっせん 1,919

計 182,177

 
※２　固定化営業債権

財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定される
破産更生債権等であります。

※２　固定化営業債権
同左

※３　割賦利益繰延
部門別の割賦利益繰延残高は次のとおりでありま

す。

部門別
前期末
残高
(百万円)

当期
受入額
(百万円)

当期
実現額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

総合
あっせん

634 1,5331,300 866

個品
あっせん

194 138 215 117

融資 120 2 72 49

計 949 1,6731,5881,033

 

※３　割賦利益繰延
部門別の割賦利益繰延残高は次のとおりでありま

す。

部門別
前期末
残高
(百万円)

当期
受入額
(百万円)

当期
実現額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

総合
あっせん

866 2,0131,7591,120

個品
あっせん

117 113 150 80

融資 49 0 35 14

計 1,0332,1271,9451,215

 
※４　担保資産及び担保付債務
　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

営業貸付金 5,000百万円

　　　担保付債務は次のとおりであります。
固定負債
「その他(債権流動化支払債務)」

5,000百万円

※４　担保資産及び担保付債務
　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

営業貸付金 5,000百万円

　　　担保付債務は次のとおりであります。
固定負債
「その他(債権流動化支払債務)」

5,000百万円

　５　偶発債務
　　　信用保証業務のうち債権債務とみなされない保証

債務額 635百万円

　５　偶発債務
信用保証業務のうち債権債務とみなされない保証

債務額 534百万円

※６　債権流動化
債権流動化に伴い当事業年度末において、割賦売

掛金18,763百万円及び営業貸付金83,565百万円がオ
フバランスとなっております。
なお、債権流動化に伴い当社が保有している信託

受益権は、当事業年度末において割賦売掛金に
27,584百万円、営業貸付金に107,563百万円を含めて
表示しております。

※６　債権流動化
債権流動化に伴い当事業年度末において、割賦売

掛金20,556百万円及び営業貸付金79,620百万円がオ
フバランスとなっております。
なお、債権流動化に伴い当社が保有している信託

受益権は、当事業年度末において割賦売掛金に　　　
15,798百万円、営業貸付金に136,048百万円を含めて
表示しております。
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　 第82期
(平成20年２月29日)

第83期
(平成21年３月31日)

　７　当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、クレジットカードに附帯するキャッシン

グ業務及びカードローン業務を行っております。当
該業務における当座貸越契約及び貸出コミットメン
トに係る貸出未実行残高等は次のとおりでありま
す。

　 百万円

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

2,010,817

貸出実行残高 424,285

差引額 1,586,532

なお、同契約においては、顧客の信用状況の変化、
その他相当の事由があるときは貸出を停止する旨の
条項が付されておりますので、必ずしも貸出未実行
残高のすべてが貸出実行されるものではありませ
ん。

　７　当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、クレジットカードに附帯するキャッシン

グ業務及びカードローン業務を行っております。当
該業務における当座貸越契約及び貸出コミットメン
トに係る貸出未実行残高等は次のとおりでありま
す。

　 百万円

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,985,183

貸出実行残高 389,813

差引額 1,595,370

なお、同契約においては、顧客の信用状況の変化、
その他相当の事由があるときは貸出を停止する旨の
条項が付されておりますので、必ずしも貸出未実行
残高のすべてが貸出実行されるものではありませ
ん。

※８　財務制限条項
借入金のうち、61,500百万円には、純資産の部及び

営業利益に係る財務制限条項が付されております。

※８　財務制限条項
借入金のうち、36,787百万円には、営業利益に係る

財務制限条項が付されております。

　

　

(損益計算書関係)

　
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

※１　その他の収益

その他の収益はクレジットカード年会費収入、保

険代理店収入等であります。

※１　その他の収益

同左

 

※２　固定資産売却益

商標権の売却益83百万円であります。

　　　　　　　　　　―――――　　

 

※３　貸倒引当金繰入額

平成19年９月からの新金利体系における与信基準

の見直しに伴い分離・個別管理することとした顧

客向け債権に対する回収不能見込額であります。

　　　　　　　　　　―――――

 

　　　　　　　　　　―――――　 ※４　合併関連費用　　

資材の廃棄損等368百万円であります。

　５　部門別取扱高

「第２　事業の状況　２　営業実績　提出会社参考情

報　(2) 部門別取扱高」を参照。

　５　部門別取扱高

同左
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(株主資本等変動計算書関係)

第82期(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 2,114,393 836 46 2,115,183
　

(注) 普通株式の自己株式の増加836株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少46株は、単元未満株式の買増
   請求によるものであります。
　
　

第83期(自　平成20年３月１日　至　平成21年３月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 2,115,183 897 80 2,116,000
　

(注) 普通株式の自己株式の増加897株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少80株は、単元未満株式の買増
   請求によるものであります。
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(リース取引関係)

　
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

借主側

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

借主側

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

科目
器具備品
(百万円)

ソフトウェア
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（百
万円）

合計
　(百万円）

取得価額
相当額

2,126 291 2,417

減価償却
累計額相
当額

1,411 95 1,507

期末残高
相当額

714 195 910

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

科目
器具備品
(百万円)

ソフトウェア
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（百
万円）

合計
　(百万円）

取得価額
相当額

1,798 291 2,090

減価償却
累計額相
当額

1,274 159 1,433

期末残高
相当額

524 132 656

(2)　未経過リース料期末残高相当額

　 百万円

１年以内 336

１年超 603

　 計 940

(2)　未経過リース料期末残高相当額

　 百万円

１年以内 292

１年超 389

　 計 682

(3)　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

　 百万円

支払リース料 527

減価償却費相当額 481

支払利息相当額 44

(3)　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

　 百万円

支払リース料 404

減価償却費相当額 369

支払利息相当額 30

(4)　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

(4)　減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。

(5)　利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは　

ありません。

　

(税効果会計関係)

　
第82期

(平成20年２月29日)
第83期

(平成21年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 26,214

利息返還損失引当金損金不算入
額

12,082

貸倒償却否認額 11,567

利用促進引当金損金不算入額 2,151

退職給付引当金損金不算入額 1,147

その他 3,505

繰延税金資産小計 56,666

評価性引当額 △1,305

繰延税金資産合計 55,361

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 △153

その他 △1

繰延税金負債合計 △154

繰延税金資産の純額 55,206

 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

利息返還損失引当金損金不算入
額

17,299

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,411

貸倒償却否認額 13,545

利用促進引当金損金不算入額 2,360

退職給付引当金損金不算入額 1,124

その他 4,262

繰延税金資産小計 55,001

評価性引当額 △3,307

繰延税金資産合計 51,694

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 △67

その他 △383

繰延税金負債合計 △450

繰延税金資産の純額 51,243

 
２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負　

　担率との差異の原因となった主な項目別の内訳　　　　　

　　　　 

　       ％

法定実効税率 △40.5

（調整） 　
評価性引当額の増加による影響 2.0

住民税均等割等  　0.4

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

 　0.1

その他  △0.3

税効果適用後の法人税等の負担率 △38.3
　

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負　

　担率との差異の原因となった主な項目別の内訳　　　　　

　　　　 

　       ％

法定実効税率 40.5

（調整） 　
評価性引当額の増加による影響 23.2

住民税均等割等 1.2

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.2

その他 1.5

税効果適用後の法人税等の負担率 66.6
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(１株当たり情報)

　
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 238円95銭１株当たり純資産額 249円09銭

１株当たり当期純損失 △112円23銭１株当たり当期純利益 11円99銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 10円94銭

(注) １　前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜 

在株式が存在しないため記載しておりません。

　　 ２  １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
第82期

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第83期
(自　平成20年３月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 　 　

　当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) △23,744 2,877

　普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ―

　普通株式に係る当期純利益又は
　当期純損失(△)

(百万円) △23,744 2,877

　普通株式の期中平均株式数 (千株) 211,567 240,017

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 　

　当期純利益調整額 (百万円) ─ ―

　普通株式増加数 (千株) ─ 23,116

　(うち新株予約権) (千株) (─) (23,116)

　

  　３  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
第82期

(平成20年２月29日)
第83期

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 50,553 69,303

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) ─ ―

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 50,553 69,303

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

(千株) 211,566 278,232
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(重要な後発事象)

前事業年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

該当事項はありません。

　

当事業年度（自 平成20年３月１日　至 平成21年３月31日）

１．株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークとの合併について
当社は、株式会社セントラルファイナンス及び株式会社クオークと、平成20年12月11日開催のそれぞれ
の株主総会における合併契約書の承認決議により、平成21年４月１日をもって合併し、商号を「株式会社
セディナ」に変更いたしました。
(1)被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の
　　 法的形式及び結合後企業の名称

①被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称　　株式会社セントラルファイナンス（以下「ＣＦ」）
事業の内容　　　　　クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、
　　　　　　　　　　　保証業務、集金代行業務
被取得企業の名称　　株式会社クオーク（以下「クオーク」）
事業の内容　　　　　クレジットカード業務、ショッピングクレジット業務、融資業務、
　　　　　　　　　　　信用保証業務、集金代行業務
②企業結合を行った主な理由
現在クレジットカード市場は、小額決済を始めとする新たな決済領域の拡大やポイントプログ
ラムの浸透などにより、着実な拡大を続けており、今後も公金分野の拡大などでなお一層の成長が
見込まれています。一方、電子マネーなどの新技術・新サービスの開発や顧客ニーズの深耕化・高
度化・多様化に対応したシステム投資、貸金業法の施行など、業界を取り巻く経営環境が劇的に変
化しており、大きな転換期を迎えています。個品割賦事業についても、消費者保護強化の流れの中
で割賦販売法の改正が進められており、新たなビジネスモデルの確立に向けて、事業の再構築が求
められています。
このような環境認識の下、当社、ＣＦ及びクオークは、各社の顧客基盤、営業力、ノウハウ等を結
集・融合し、クレジットカード事業と個品割賦事業を核として、専門性と機動性に溢れたわが国最
大級のコンシューマーファイナンス会社を実現すべく、平成20年２月29日に、３社が合併すること
について「基本合意書」を締結いたしました。その後、合併準備委員会を中心に本合併に向けての
協議を重ね、平成20年12月11日開催のそれぞれの株主総会における合併契約書の承認決議により、
平成21年４月１日をもって合併いたしました。
③企業結合日
平成21年４月１日
④企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、ＣＦ及びクオークを消滅会社とする吸収合併方式にて合併いたしました。
⑤結合後企業の名称
(和文社名) 株式会社セディナ
(英文社名) Cedyna Financial Corporation(Cedyna Financial Corp.)
　

(2)発行株式の種類及び数、合併比率並びにその算定方法
①発行株式の種類及び数
普通株式　　　153,081,131株
なお、クオークの普通株式36,000株については、買取請求を受けているため、上記発行株式の
数には含まれておりません。

②合併比率
ＣＦの普通株式１株につき、当社の普通株式0.85株の割合を、クオークの普通株式１株につき、
当社の普通株式20株の割合をもって割当て交付いたしました。

③合併比率の算定方法

当社とＣＦ及びクオークは、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、
当社は野村證券株式会社(以下「野村證券」)を、ＣＦは日興シティグループ証券株式会社(以下
「日興シティグループ証券」)を、クオークは大和証券エスエムビーシー株式会社(以下「大和証
券ＳＭＢＣ」)を今回の合併比率算定のための第三者評価機関として任命し、合併比率算定書を受
領しました。
野村證券は、当社とＣＦについて市場株価平均法、類似会社比較法、配当割引分析等による評価
を行い、クオークについて類似会社比較法、配当割引分析等による評価を行い、合併比率のレンジ
を当社１に対し、ＣＦ0.67～1.11、クオーク18.35～34.76と算定しました。　
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なお、野村證券は、合併比率の算定にあたり、平成20年10月14日付の新株式の発行及び同日付の
転換社債型新株予約権付社債の発行による、株式会社三井住友フィナンシャルグループの当社へ
の第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」)を考慮しております。
日興シティグループ証券は、本合併の諸条件、統合する当事会社の事業等を分析した上で、当社
及びＣＦについては市場株価法、類似上場企業比較法及び理論配当割引法により、また、クオーク
については類似上場企業比較法及び理論配当割引法により評価・分析を行い、その結果を総合的
に勘案した上で合併比率のレンジを当社１に対し、ＣＦ0.79～1.00、クオーク19.25～29.46と算定
しました。なお、日興シティグループ証券は、合併比率の算定にあたり、本第三者割当増資を考慮し
ております。
大和証券ＳＭＢＣは、当社及びＣＦについてはそれぞれ市場株価法、ＤＣＦ法(理論配当割引法)
等により評価を行い、クオークについては類似会社比較法、ＤＣＦ法(理論配当割引法)等により評
価を行い、その結果を総合的に勘案した上で合併比率のレンジを当社１に対し、ＣＦ0.83～0.97、
クオーク19.28～25.21と算定しました。なお、大和証券ＳＭＢＣは、合併比率の算定にあたり、本第
三者割当増資を考慮しております。
当社は野村證券による合併比率の算定結果を参考に、ＣＦは日興シティグループ証券の合併比
率の算定結果を参考に、クオークは大和証券ＳＭＢＣの合併比率の算定結果を参考に、各社が交渉
・協議を行い、上記合併比率を決定いたしました。

　

２．転換社債型新株予約権付社債の取得による新株式の発行について
当社が平成20年10月14日付で発行した「株式会社オーエムシーカード第１回無担保転換社債型新株予
約権付社債」の全てについて、平成21年４月２日をもって当社が取得し、その引換えに本新株予約権付社
債の社債権者である株式会社ＳＭＦＧカード＆クレジットに対し当社の新株式を発行いたしました。
(1)発行株式の種類及び数
普通株式　54,166,666株

(2)発行価額
１株につき金240円

(3)転換社債型新株予約権付社債の減少額
13,000,000,000円

(4)発行価額のうち資本へ組入れる額
１株につき金120円(増加した資本金額　6,500,000,000円)

　

３．希望退職者の募集について
当社は平成21年５月14日開催の取締役会において、希望退職者の募集をおこなうことを決議いたし
ました。
(1)希望退職者募集の理由
貸金業法や割賦販売法などの業法改正をはじめ、国内経済の継続的な景気低迷など、経営を取り巻
く環境は今後も当社に多大な影響を及ぼすものと想定され、当社は抜本的な経営改革を断行するこ
ととし、この一環として希望退職者の募集をおこなうことを決定いたしました。
(2)希望退職者募集の概要
①募集人員
600名(平成21年４月１日現在の正社員数4,441名)

②対象者
平成21年９月30日現在で満38歳以上の正社員

③募集期間
平成21年７月13日から平成21年７月20日まで(予定)

④退職日
平成21年９月30日

⑤優遇処置
・本退職者に対しては特別退職割増金を加算して支給
・希望者に対して再就職支援会社を通じた再就職支援　等

(3)希望退職による損失の見込額
本募集に想定通りの応募があった場合、翌事業年度(平成22年３月期)に退職割増金の支給に伴う
特別損失の計上を90億円程度見込んでおります。
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④ 【附属明細表】

　【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定に基づ

き、当該明細表の作成を省略しております。

　

　【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物
 

1,552
 

80
 

171
(4)

1,462
 

730
 

182
 

731
 

　器具備品 471 138 28 581 316 91 264

　土地 1 ― ― 1 ― ― 1

有形固定資産計
2,025

 
219
 

200
(4)

2,044
 

1,047
 

274
 

996
 

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　借地権
 

6
 

―
 

6
(2)

―
 

―
 

―
 

―
 

　ソフトウェア 15,8391,893 9 17,72311,7103,165 6,013

　その他
 

126
 

1,220
 

631
(85)

714
 

42
 

1
 

672
 

無形固定資産計
15,972

 
3,113

 
647
(87)

18,438
 

11,753
 

3,167
 

6,685
 

長期前払費用 3,272 109 177 3,205 2,698 214 507

繰延資産 　 　 　 　 　 　 　

　株式交付費 ― 164 ― 164 27 27 137

　社債発行費 ― 82 ― ― 82 82 ―

繰延資産計 ― 247 ― 164 110 110 137

(注) 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　

　【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 91,991 6,056 38,762 2 59,284

賞与引当金 404 688 404 ─ 688

利用促進引当金 5,312 4,252 3,737 ─ 5,827

利息返還損失引当金 29,833 37,915 25,034 ─ 42,714

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は回収による減少であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金
　

区分 金額(百万円)

現金 4

預金

普通預金 37,981

当座預金 3,806

その他 9,243

計 51,031

合計 51,036

　

ｂ　割賦売掛金
　

部門別

前期繰越高

(百万円)

(Ａ)

当期発生高

(百万円)

(Ｂ)

当期回収高

(百万円)

(Ｃ)

次期繰越高

(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)

Ｃ
Ａ＋Ｂ

回転率(回)

Ｂ
　１

(Ａ＋Ｄ)
　２

総合あっせん 152,2481,186,2791,158,270180,257 86.5 7.1

個品あっせん 2,360 1,307 1,748 1,919 47.7 0.6

計 154,6091,187,5871,160,019182,177 86.4 7.1

　　

ｃ　営業貸付金
　

前期繰越高

(百万円)

(Ａ)

当期発生高

(百万円)

(Ｂ)

当期回収高

(百万円)

(Ｃ)

次期繰越高

(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)

Ｃ
Ａ＋Ｂ

回転率(回)

Ｂ
　１

(Ａ＋Ｄ)
　２

375,211 436,120 461,986 349,345 56.9 1.2

　　

②　負債の部

ａ　支払手形

イ　支払先別内訳

　

振出先 金額(百万円)

㈱ベスト電器 88

その他 1

計 90

　

ロ　期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成21年６月 0

平成21年７月 89

平成21年９月 0

計 90
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ｂ　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

住友信託銀行㈱ 5,081

㈱ジェーシービー 4,748

ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱ 4,084

㈱エディオン 2,924

㈱マルエツ 1,628

その他 24,044

計 42,511

　

ｃ　短期借入金
　

借入先 金額(百万円)

㈱三井住友銀行 22,000

㈱みずほコーポレート銀行 22,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 7,844

中央三井信託銀行㈱ 5,850

ビー・エヌ・ピー・パリバ 5,000

その他 4,500

計 67,194

　

ｄ　コマーシャル・ペーパー

借入先 金額(百万円)

上田八木短資㈱ 11,000

セントラル短資㈱ 10,000

東京短資㈱ 10,000

岡三証券㈱ 3,200

大和証券エスエムビーシー㈱ 2,000

計 36,200

　

　e　預り金
　

相手先 金額(百万円)

スパー・ファンディング・コーポレーション 30,589

トランスバリュー信託㈱ 5,387

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 5,372

オリックス信託銀行㈱ 4,725

あおぞら信託銀行㈱ 1,133

その他 2,146

計 49,355
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ｆ　長期借入金
　

借入先
金額(百万円)

(うち一年内返済額)

住友信託銀行㈱
44,798 
(18,871)

㈱三井住友銀行
43,000
(13,000)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
32,156
(32,156)

農林中央金庫
29,762
(15,858)

㈱みずほコーポレート銀行
28,000
(9,334)

その他
94,320
(43,740)

計
272,036
(132,959)

　

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで  

定時株主総会 ６月中              　　　

基準日 ３月31日　　　　　　　　　

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日　　　　　　　　　

１単元の株式数 100株　　(注)

単元未満株式の買取り・
買増し

　

　　取扱場所

 
(特別口座)
東京都中央区八重洲二丁目３番１号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
 

(特別口座)
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

　　買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額とし、以下の算式により算定した金額を請求に
係る単元未満株式の数で按分した額
(算式)買取単価又は買増単価に１単元の株式数を乗じた金額のうち

100万円以下の金額につき 1.15％
100万円を超え500万円以下の金額につき0.90％
500万円を超え1,000万円以下の金額につき0.70％
(円未満の端数が生じた場合には切り捨てる)
ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円と
する。

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。　　http://www.cedyna.co.jp

株主に対する特典 なし

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ

　　　ん。

   (1)　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

   (2)　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

   (3)　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

   (4)　単元未満株式の買増請求をする権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(1)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成20年５月23日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(2) 有価証券報告書
及びその添付書類

　 事業年度
(第82期)

自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

　 平成20年５月23日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(3)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成20年６月24日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(4)臨時報告書 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第11号(取立不能のおそれ)に基
づく臨時報告書

　 平成20年６月24日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(5)臨時報告書の訂正報
告書

　 平成20年２月29日に提出した臨時報告書
に係る訂正報告書

　 平成20年９月29日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(6)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成20年９月29日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(7)有価証券届出書(新株
予約権付社債)及びそ
の添付書類

　 　 　 　 平成20年９月29日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(8)有価証券届出書(株
式)及びその添付書類

　 　 　 　 平成20年９月29日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(9)有価証券届出書(新株
予約権付社債)の訂正
届出書

　 平成20年９月29日に提出した有価証券届
出書に係る訂正届出書

　 平成20年９月30日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(10)有価証券届出書(株
式)の訂正届出書

　 平成20年９月29日に提出した有価証券届
出書に係る訂正届出書

　 平成20年９月30日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(11)臨時報告書 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第４号(主要株主の異動)に基づ
く臨時報告書

　 平成20年10月14日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(12)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成20年10月14日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(13)半期報告書 　 (第83期中)自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

　 平成20年11月21日
関東財務局長に提出
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(14)有価証券届出書(新株
予約権付社債)及びそ
の添付書類

　 　 　 　 平成20年11月21日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(15)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成20年11月21日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(16)臨時報告書 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第４号(主要株主の異動)に基づ
く臨時報告書

　 平成20年12月１日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(17)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成20年12月１日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(18)有価証券届出書(新株
予約権付社債)の訂正
届出書

　 　 　 　 平成20年12月３日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(19)有価証券届出書(新株
予約権付社債)の訂正
届出書

　 　 　 　 平成20年12月18日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(20)臨時報告書 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第９号(代表取締役の異動)に基
づく臨時報告書

　 平成21年４月１日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(21)臨時報告書 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第４号(主要株主の異動)に基づ
く臨時報告書

　 平成21年４月１日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(22)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成21年４月１日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(23)臨時報告書 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第４号(主要株主の異動)に基づ
く臨時報告書

　 平成21年４月２日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(24)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成21年４月２日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(25)臨時報告書 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第９号の２(監査公認会計士等
の異動)に基づく臨時報告書

　 平成21年５月21日
関東財務局長に提出

　 　 　 　 　 　 　

(26)訂正発行登録書(社
債)

　 　 　 　 平成21年５月21日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年５月23日

株式会社　オーエムシーカード

取　　締　　役　　会　　　御　中

　

監査法人　トーマツ 　

　

指 定 社 員
　公認会計士　　西　　岡　　雅　　信　　㊞

業務執行社員

　 　 　

　

指 定 社 員
　 公認会計士　　松　　村　　浩　　司　　㊞

業務執行社員

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オーエムシーカードの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社オーエムシーカード及び連結子会社の平成20年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年６月16日

株式会社　セディナ

取　　締　　役　　会　　　御　中

　

監査法人　トーマツ 　

　

指 定 社 員　
公認会計士　　西　　岡　　雅　　信　　㊞

業務執行社員 　

　

指 定 社 員　
公認会計士　　松　　村　　浩　　司　　㊞

業務執行社員 　

　

指 定 社 員
　公認会計士　　木　　村　　彰　　夫　　㊞

業務執行社員

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社セディナ(旧会社名　株式会社オーエムシーカード)の平成20年３月１日から平成21

年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等

変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社セディナ及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

追記情報

１．　重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は、株式会社セントラルファイナンス及び株式会社

クオークと平成21年４月１日をもって合併した。

２．　重要な後発事象２に記載されているとおり、「株式会社オーエムシーカード第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債」の全てについて、平成21年４月２日をもって会社が取得し、その引換えに新株式を発

行した。

３．　重要な後発事象３に記載されているとおり、会社は平成21年５月14日開催の取締役会において、希望

退職者の募集をおこなうことを決議した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

　

平成20年５月23日

株式会社　オーエムシーカード

取　　締　　役　　会　　　御　中

　

監査法人　トーマツ 　

　

指 定 社 員　
公認会計士　　西　　岡　　雅　　信　　㊞

業務執行社員 　

　

指 定 社 員　
公認会計士　　松　　村　　浩　　司　　㊞

業務執行社員 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オーエムシーカードの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第82期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社オーエムシーカードの平成20年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

　

平成21年６月16日

株式会社　セディナ

取　　締　　役　　会　　　御　中

　

監査法人　トーマツ 　

　

指 定 社 員　
公認会計士　　西　　岡　　雅　　信　　㊞

業務執行社員 　

　

指 定 社 員　
公認会計士　　松　　村　　浩　　司　　㊞

業務執行社員 　

　

指 定 社 員
　公認会計士　　木　　村　　彰　　夫　　㊞

業務執行社員

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社セディナ(旧会社名　株式会社オーエムシーカード)の平成20年３月１日から平成21

年３月31日までの第83期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社セディナの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．　重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は、株式会社セントラルファイナンス及び株式会社

クオークと平成21年４月１日をもって合併した。

２．　重要な後発事象２に記載されているとおり、「株式会社オーエムシーカード第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債」の全てについて、平成21年４月２日をもって会社が取得し、その引換えに新株式を発

行した。

３．　重要な後発事象３に記載されているとおり、会社は平成21年５月14日開催の取締役会において、希望

退職者の募集をおこなうことを決議した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。
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